
鈴
木

『
論
語
参
解
』
私
注
（
三
）

田

尻

祐

一

郎

為
政
第
二

一子
曰
、

ニ

ヲ
ス
ル
ハ

ヲ

為
政
以
徳

レ

レ

為
政

レ

ハ
、
政
務
ノ
本
ジ
メ
ヲ
掌
ル
也
、
人
君
又
ハ
卿
相
タ

１
）

ル
人
、
其
位
ニ

相
応
シ
タ
ル
徳
ア
リ
テ
、
其
徳
ヲ
以
テ
政
務
ノ
本
ヲ
シ
メ
ク
ヽ
リ
井
ル
ト

キ
ハ
ト

２
）

ナ
リ

ヘ
ハ

ノ

テ

ニ

譬
如
北
辰
居
其

所
、

二

レ

ノ

フ
ガ
ニ

而
衆
星
共
之

一レ

北
辰
ハ
、
北
極
星

３
）

ナ
リ
、
共
ハ
、
ム
カ
フ

４
）

ナ
リ
、
北
辰
北
極
ニ
居
テ
其
所

ニ
動
カ
ズ
、
衆
星
コ
レ
ヲ
宗
ト
シ
テ
、
四
面
ヨ
リ
メ
グ
リ
ム
カ
フ
、
衆
星

ハ
、
百
官
百
司
諸
臣
万
民
ニ
タ
ト
ヘ
タ
リ
、
人
君
又
ハ
卿
相
タ
ル
人
ノ
、

位
ニ
ツ
キ
タ
ル
勢
ト
云
者
、
元
来
カ
ク
ア
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
サ
レ

ソ
レ其

ニ

相
応
シ
タ
ル
徳
ナ
キ
寸
ハ
、
下
ノ
人
服
セ
ズ

、
其
勢
位
ニ
カ
ナ
ハ
ズ
、

政
令
モ
行
ハ
レ
ザ

５
）

ル
也
、
孟
子
曰
、
タ
ヾ
仁
者
ノ
ミ
高
位
ニ
ア
ル

６
）

ベ
シ

１
）
こ
の
章
は
、
人
君
の
理
想
を
説
い
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
徂
徠
は
、

鄭
の
宰
相
で
あ
っ
た
子
産
の
遺
言
「
我
死
子
必
為
政

レ

」（『
左
伝
』
昭
公
二
十

年
）
を
根
拠
に
、「
為
政
」
を
必
ず
し
も
人
君
に
限
定
せ
ず
、
実
際
に
政
治

を
担
当
す
る
人
々
に
つ
い
て
の
教
え
で
あ
り
、
そ
の
核
心
は
人
材
の
登
用
に

あ
る
と
し
た
。「

政
而
用
有
徳
之
人

レ

二

一

、
不
労

レ

而
治
、
故
有
北
辰
之
喩
」

二

一

（『
論
語
徴
』）。
春
台
や
南
冥
は
こ
れ
を
継
が
ず
、
懐
徳
堂
の
五
井
蘭
洲
か
ら

は
、
徂
徠
の
理
解
は
「
北
辰
」
の
比
喩
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ

れ
た
。
こ
こ
で

が
「
卿
相
タ
ル
人
」
を
含
め
て
「
為
政
」
の
主
体
と
し
て

い
る
の
は
、
人
君
と
卿
相
ク
ラ
ス
を
合
わ
せ
て
、
政
治
に
責
任
を
も
つ
べ
き

集
団
（
為
政
者
）
と
考
え
る
徂
徠
の
発
想
を
生
か
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

２
）

は
、
為
政
者
が
「
有
徳
之
人
」
を
登
用
す
る
こ
と
だ
と
し
た
徂
徠
を

採
ら
ず
、
自
ら
の
「
徳
」
を
も
っ
て
政
治
に
あ
た
る
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。

「
徳
」
に
つ
い
て
、
最
終
的
に
「
徳
之
為
言
得
也

レ

、
行
道
而
有
得
於
心
也

レ

レ

二

一

」

と
い
う
定
義
を
朱
子
は
こ
の
章
で
与
え
た
（『
論
語
集
註
』、
最
終
的
に
と
い

う
の
は
、
は
じ
め
は
「
得
於
心

二

一

」
で
は
な
く
「
得
於
身

二

一

」
と
さ
れ
て
い
た
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か
ら
で
あ
る
）。
徂
徠
は
、「
礼
楽
得
於
身

二

一

、
謂
之
徳

二

一

」（『
礼
記
』
楽
記

篇
・
郷
飲
酒
義
篇
）
と
し
た
古
い
定
義
こ
そ
は
る
か
に
勝
れ
た
も
の
で
、
朱

子
の
解
釈
は
、
問
題
を
す
べ
て
「
心
」
に
還
元
さ
せ
よ
う
と
す
る
仏
教
を
借

り
た
も
の
だ
と
し
た
。「
徳
之
為
言
得
也

レ

、
行
道
而
有
得
於
心
也

レ

レ

二

一

、
較
諸
礼

下

楽
得
於
身
謂
之
徳
、

二

一

中

上

何
其

壌
、
古
書
身
皆
謂
我

レ

也
、
仏
氏
身
心
之
説
出
、

而
学
者
嫌
其
浅
已

二

一

、
礼
楽
者
道
芸
也
、
道
芸
在
外

レ

、
学
而
成
徳

二

於
我

一

、

故
曰
得
於
身

レ

二

一

、
古
書
之
言
、
一
字
不
可
易
者
如
此

レ

レ

レ

」（『
論
語
徴
』）。
徂
徠

の
こ
う
し
た
議
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
礼
楽
や
身
心
の
問
題
に
言
及
せ
ず
、

た
だ
「
徳
」
と
し
て
解
釈
を
進
め
る
点
、
お
よ
び
人
材
の
登
用
で
は
な
く
為

政
者
自
身
の
「
徳
」
の
問
題
だ
と
考
え
る
点
で
、

は
、
春
台
と
立
場
を
同

じ
く
し
て
い
る
。
徳
政
を
施
す
こ
と
は
本
人
の
努
力
次
第
だ
が
、
人
材
を
見

抜
き
登
用
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
上
に
困
難
な
の
だ
と
す
る
徂
徠
批
判
が
宇

野
明
霞
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
が
、

の
解
釈
に
影
響
を
与
え
た
か
も
し

れ
な
い
。「
国
君
行
徳
政

二

一

、
可
以
勉
強
而
能
之

下

二

一

上
レ

、
如
知
有

下

二

徳
之
人
而

一

用
之

上
レ

、

中
材
之
君
所
不
能

レ

レ

、
亦
不
可
望
於
時
君
焉

レ

レ

二

一

、
何
者
、
有
徳
之
人
、
不
多
有
之

レ

レ

レ

、

雖
有
之
不
易
知

レ

レ

レ

レ

、
在
中
材
之
君

二

一

、
雖
知
不
易
用
也

レ

レ

レ

」（『
論
語
考
』）

３
）「
北
辰
」
を
北
極
星
と
す
る
か
、
天
空
の
旋
回
の
中
心
点
（
浅
見
絅
斎

『
論
語
師
説
』
は
こ
れ
を
「
ク
ル
〳
〵
マ
ハ
ル
ホ
ゾ
ノ
所
」
と
表
現
し
て
い

る
。
天
空
の
臍
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。）
と
す
る
か
で
江
戸
期
の
朱
子
学
者

の
見
解
は
分
か
れ
た
が
、
徂
徠
を
は
じ
め
徂
徠
派
は
こ
の
点
に
関
心
を
示
さ

な
い
。

４
）
朱
子
「
共
、
向
也
、
言
衆
星
四
面
旋
繞
而
帰
向
之
也

二

一

」（『
論
語
集
註
』）

に
依
る
。

５
）「
徳
」
に
つ
い
て
も

は
、「
其
位
ニ
相
応
シ
タ
ル
徳
」
と
し
て
い
た
が
、

こ
こ
で
は
「
位
ニ
ツ
キ
タ
ル
勢
」
を
問
題
に
し
て
、
独
特
の
議
論
を
し
て
い

る
。「
位
」
に
「
相
応
」
の
「
徳
」
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
政
治
的
な
「
勢
」
が

生
ま
れ
、
逆
に
「
相
応
」
の
「
徳
」
が
な
け
れ
ば
人
心
が
離
れ
、「
勢
」
が

減
退
す
る
こ
と
で
政
治
が
敗
れ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。「
勢
」
は
、
国

学
の
社
会
認
識
に
と
っ
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
こ
こ
で
の

の
解
釈
も
、

そ
の
関
連
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
神
武
天
皇
か
ら
江

戸
幕
府
の
成
立
ま
で
を
「
骨かばね
の
代
」「
職つかさ
の
代
」「
名な
の
代
」
と
い
う
移
り

代
わ
り
と
し
て
描
い
た
伊
達
千
広
（
一
八
〇
二
｜
七
七
、
本
居
大
平
の
門
下

の
国
学
者
・
歌
人
）
の
著
作
は
、『
大
勢
三
転
考
』
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

６
）「
是
以
惟
仁
者
宜
在
高
位

レ

二

一

、
不
仁
而
在
高
位

二

一

、
是
播
其
悪
於
衆
也

二

一

」

（『
孟
子
』
離
婁
上
篇
）

二子
曰
、
詩
三
百
、
一
言

サ
タ
ム

ヲ

以
蔽
之

レ

、
ク曰

、
フ思

無
邪

レ

ハ
詩
三
百
十
一
篇
ア
リ
、
三
百
ト
ハ
大
数

1
）

ナ
リ
、
蔽
ハ
、
判
断

治
定
ス
ル

２
）

也
、
思
無
邪

レ

ハ
、
詩
ノ
魯

ノ

ノ

ノ

頌

篇
語

３
）

ナ
リ
、
邪
ハ
、
正
ノ
反
ナ
リ
、
但
シ

此
邪
ハ
斜
ト
同
ジ
ク
、
筋
カ
ヒ
也
、
是
ニ
反
シ
タ
ル
正
ハ
、

シ
ク

ス

正
南
面
ノ
正

４
）

ニ
テ
、
脇
ヘ
ハ
ナ
ギ
レ
ズ
、
マ
サ
シ
ク
真マ
向ムキ
ナ
ル
ヲ
云
、
無
邪

レ

ト
云
モ
即

是

５
）

ナ
リ
、
詩
ニ
ハ
思
無
邪

レ

、

ノ

ン

ヲ

思
馬
斯
徂
ト
ア
リ
テ

二

一

、
君
ヨ
リ
預
リ
タ
ル
馬
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ヲ
牧カウ
テ
ハ
、
他
事
ヲ
バ
思
ハ
ズ
、
ヒ
タ
ス
ラ
ニ
駿
足
ニ
ナ
レ
カ
シ
ト
願
フ

ノ
ミ
也
、
ト
イ
フ
意
ナ
リ
、
此
思
無
邪

レ

ノ
一
言
、
即スナハチ
三
百
篇
ノ
総
評
タ

ル
ベ
シ
ト
也
、
其
故
ハ
、
詩
ハ
モ
ロ
コ
シ
ノ
歌
ニ

、
歌
ノ
出
来ク
ル
本
ハ
、

嬉
キ
ニ
モ
悲
シ
キ
ニ
モ
、
一
筋
ニ
セ
メ
テ
思
ヒ
ア
マ
ル
人
情
ヨ
リ
出
タ
ル

モ
ノ
ナ
ル

、
何
レ
ノ
国
モ
同
ジ

ナ
レ

６
）

バ
也
、
此
方
ノ
古
歌
ニ
、
津
ノ

国
ノ
、
ナ
ニ
ハ
思
ハ
ズ
、
山
城
ノ
、
ト
ハ
ニ
ア
ヒ
ミ
ン
、
事
ヲ
ノ
ミ
コ

７
）

ソ
、
ト
イ
フ
、
此
ナ
ニ
ハ
思
ハ
ズ
、
即
思
無
邪

レ

ナ
リ
、
古
来
邪
ノ
字
ノ
義
コヽ
ロ

ヲ
解サトリエ
ズ

、
其
説
皆
誤
レ
リ

１
）
朱
子
「
詩
三
百
十
一
篇
、
言
三
百
者

二

一

、
挙
大
数
也

二

一

」（『
論
語
集
註
』）
に

依
る
。

２
）「
蔽
」
を
「
サ
ダ
ム
」
と
訓
む
の
は
、
韓
愈
『
論
語
筆
解
』
を
採
っ
た
春

台
を
受
け
て
い
る
。「
包
咸
曰
、
蔽
猶
当

レ

也
、
釈
文
鄭
云
、塞
也
、韓
愈
筆
解

云
、
蔽
猶
断

レ

也
、
…
…
朱
熹
曰
、
蔽
猶
蓋

レ

也
、
純
（
春
台
）
按
蔽
字
義
、
韓

愈
為
長

レ

、
蔽
之
為
断

レ

也
、
大
禹
謨
云
、
官
占
惟
先
蔽
志

レ

、
古
訓
廼
爾
」（『
論

語
古
訓
外
伝
』）。
春
台
の
『
論
語
古
訓
正
文
』
も
「
一
言

テ

ム

以
蔽
之

レ

」
と
訓
読

し
て
い
る
。「
サ
ダ
ム
」
と
す
る
春
台
の
訓
読
は
、

の
他
に
も
、
明
霞
・

履
軒
・

園
・
南
冥
・
大
峯
・
一
堂
ら
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。

３
）
「

牡
馬
、
在

之
野

二

一

、
薄
言

者
、
有

有

レ

レ

、
有

有
魚

レ

レ

、

以
車

レ

、
思
無
邪

レ

、
思
馬
斯
徂
」

４
）「
無
為
而
治
者
其
舜
也
与
、
夫
何
為
哉
、
恭
己

レ

正
南
面
而
已
矣
」（『
論

語
』
衛
霊
公
篇
）

５
）「
思
無
邪
」
を

は
、
作
詩
者
の
思
い
に
「
斜
」
な
と
こ
ろ
が
な
く
「
真

向
」
な
こ
と
だ
と
解
釈
し
た
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
、「
詩
ハ
モ
ロ
コ
シ
ノ

歌
ニ

…
…
」
以
下
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

の
解
釈
は
、
詩
を
読
む
者
に

勧
善
懲
悪
の
効
果
を
も
た
ら
す
と
す
る
朱
子
、
詩
を
引
用
す
る
時
の
心
を
い

う
と
す
る
徂
徠
、
情
を
導
い
て
邪
心
を
去
ら
せ
る
こ
と
だ
と
す
る
春
台
な
ど

と
は
異
質
な
、
自
ら
「
古
来
邪
ノ
字
ノ
義
ヲ
解
エ
ズ

、
其
説
皆
誤
レ
リ
」

と
断
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
宣
長
は
、

「
三
百
篇
ノ
風
雅
ノ
詩
ハ
、
人
情
ヲ
ア
リ
ノ
マ
ヽ
ニ
イ
ヒ
ノ
ヘ
タ
ル
ユ
ヘ
ニ
、

女
童
ノ
言
メ
キ
テ
ミ
ナ
ハ
カ
ナ
キ
モ
ノ
也
、
コ
レ
ガ
誠
ノ
詩
ノ
本
体
ナ
リ
、

サ
テ
次
第
ニ
世
ノ
ウ
ツ
リ
カ
ハ
ル
ニ
ツ
レ
テ
、
後
世
ノ
人
ハ
、
心
サ
カ
シ
ク

ナ
リ
ユ
ケ
ハ
、
…
…
我
実
情
ヲ
ハ
イ
ヒ
出
ズ
」（『
排
蘆
小
船
』）
と
述
べ
て
、

「
実
情
」
を
「
ア
リ
ノ
マ
ヽ
ニ
」
表
現
し
て
い
た
「
三
百
篇
」
を
評
価
し
た
。

の
「
真
向
」
は
、
こ
の
「
ア
リ
ノ
マ
ヽ
」
を
受
け
た
も
の
で
、「
邪
」
を

「
斜
」
と
す
る
の
は
、「
心
サ
カ
シ
ク
」
な
っ
た
表
現
者
の
作
為
や
技
巧
を
指

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
孔
子
が
「
思
無
邪
」
と
賛
え
た
「
詩
三
百
」
の
中
に
淫

放
と
も
思
え
る
詩
句
が
あ
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
周
知
の
問

題
に
、
宣
長
の
「
実
情
」
論
は
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
、
そ
れ
以
降
の
『
論

語
』
解
釈
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば

履
軒
は
、「
詩
者
所
以
写
情
也

二

一レ

、
…
…
至
若
淫
詩

レ

二

一

、
亦
淫
者
自
写
其
情

二

一

、
而

無
曲
辞
飾
説

二

レ

一レ

、
則
詩
雖
不
正

レ

レ

、
而
其
情
思
、
安
有
邪
出
者
哉

二

一

」（『
論
語
逢

原
』）
と
述
べ
て
い
る
し
、
仏
者
に
よ
る
『
論
語
』
の
注
釈
書
と
し
て
ユ
ニ

ー
ク
な
履
善
『
論
語
訳
説
』
も
、「
思
無
邪
」
に
つ
い
て
「
心
ニ
ハ
邪
正
ア

田尻祐一郎

(210 ) 東海大学紀要文学部



リ
、
情
ニ
ハ
邪
正
ナ
シ
、
心
ハ
思
慮
推
度
ニ
テ
云
ユ
ヘ
ニ
邪
心
ア
リ
、
情
ハ

物
ニ
感
シ
テ
生
ル
モ
ノ
也
、
悲
喜
怒
愛
ヨ
リ
出
タ
モ
ノ
テ
飾
リ
ハ
ナ
ヒ
モ
ノ

ナ
レ
ハ
人
情
ニ
邪
正
ノ
字
テ
釈
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
、
…
…
人
情
ノ
マ
コ
ト
ヲ

云
タ
モ
ノ
ユ
ヘ
、
イ
ヤ
ラ
シ
イ
邪
ナ
曲
ナ
コ
ト
ナ
ヒ
…
…
」
と
説
い
て
い
る
。

６
）

徂
徠
の
理
解
を
継
い
で
い
る
。「
詩
経
…
…
は
た
ヾ
吾
邦
の
和
歌
な
ど

の
様
な
る
物
に
て
、
…
…
古
の
人
の
う
き
に
つ
け
う
れ
し
き
に
つ
け
う
め
き

出
し
た
る
言
の
葉
に
候
…
…
」（『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
中
）

７
）『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
四
、
恋
歌
四
（
六
九
一
六
、
紀
貫
之
）。「
津
の
国

の
」
は
「
難
波
」
に
、「
山
城
の
」
は
「
鳥
羽
」
に
掛
か
り
、
そ
れ
ぞ
れ

「
何
は
」「
と
は
に
」（
永
久
に
）
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。「
何
は
思
は
ず
」
は
、

何
も
他
に
は
思
わ
な
い
の
意
。

三子
曰
、

ク
ニ

ヲ

シ

ヲ

道
之
以
政
、

レ

レ

政
ハ
、
法
制
禁
令
也
、
禁
ト
ハ
、
刑
ヲ
以
テ
悪
ヲ
戒
ル
ナ
リ
、
令
ト
ハ
、

賞
ヲ
以
テ
善
ヲ
勧
ル
ナ
リ
、
皆
触
出
シ
ノ

１
）

事
也

フ
ル
ニ

齊

切
揃
フ
ル
ヤ
ウ
ナ
ル
シ
カ
タ
也

ヲ
ス
レ
ハ

ヲ

レ
テ

之
以
刑
、
民
免

レ

レ
罪
ヲ
犯
サ
ズ
、
刑
罰
ヲ
免
ル
ヽ

２
）

ナ
リ

而
無
恥

レ

、
ク
ニ

ヲ

シ

ヲ

道
之
以
徳
、

レ

レ

フ
ル
ニ

ヲ

ス
レ
ハ

ヲ

齊
之
以
礼

レ

レ

、

テ

マ
タ

ル

有
恥
且
格

レ

此
格
ハ
、
通
路
ナ
キ
所
ニ
道
ガ

キ明
テ
、
至
ガ
タ
キ
者
ノ
至
ル
意
ナ
リ
、
悪

人
モ
善
ニ
化
シ
、
感
服
シ
テ
道
ニ
叶
フ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル
ヲ

３
）

云
〇
之
ト
ハ
、
皆

民
ヲ
イ
フ
、
民
免
ノ
民
ニ
テ
左
キ
コ
エ
タ
リ
、
民
ヲ
治
ル
ニ
導
ク
ト
齊
フ

ト
ノ

ツ二
ア
リ
、

ク導
ハ
、
水
ヲ
治
ル
ニ
川
下
ヲ
掘
リ
、
木
ヲ
養
フ
ニ
肥
ヲ

枝
葉
ヲ
シ
ゲ
ラ
シ
ム
ル
ガ
如
シ
、
齊
フ
ル
ハ
、
水
ヲ
治
ル
ニ
堤
ヲ
築
キ
、

木
ヲ
養
フ
ニ
見
苦
シ
キ
枝
葉
ヲ
剪キリ
去
ガ
ゴ
ト
シ
、
政
刑
ノ
治
メ
ハ
、
民
命

令
ニ
カ
リ
催
サ
レ
、
刑
罰
ニ
威オヂ
テ
罪
ヲ
ハ
免
ル
レ

、
不
義
ヲ
恥
ル
心
ナ

シ
、
徳
礼
ノ
治
メ
ハ
、
人
君
卿
相
ミ
ヅ
カ
ラ
徳
義
ヲ
行
ヒ
、
其
外
モ
徳
行

ノ
大
小
ニ
応

官
位
ヲ
授
ケ
、
民
ノ
中
ニ
モ
徳
義
ア
ル
者
ホ
ド
上
下
ニ
賞

美
ヲ
得
、
コ
レ
徳
ヲ
以
テ
導
ク
不
言
ノ
教

４
）

ナ
リ
、
礼
楽
盛
ン
ニ
行
レ
テ
学

問
ハ
ヤ
リ
、
非
礼
不
行
義
ナ
ル
者
ハ
人
皆
サ
ゲ
ス
ミ
笑
フ
、
人
心
其
優
美

ニ
感
服
シ
、
身
ノ
卑
劣
ヲ
恥
ル
故
ニ
、
自
然
ト
悪
キ
風
儀
ハ
衰
ヘ
行
キ
、

非
礼
ノ
人
少
ク
ナ
ル
、
コ
レ
礼
ヲ
以
テ
齊
フ
ル
不
禁
ノ
刑
也
、
免
レ
テ
恥

ナ
キ
民
ハ
、
譬
ヘ
ハ
歳
ノ
終
リ
ニ
掛
ヲ
乞
ハ
レ
テ
出
ス
者
ノ
如
シ
、
有
恥

レ

且

ル
格
ハ
、
醫
者
ク
ス
シ

芸
術
ノ
師
ナ
ド
ニ
ハ
、
乞
ハ
子

謝
儀
ヲ
持
行
ガ
ゴ
ト
シ
、

政
刑
ハ
粗
キ
事
ヲ
ハ
治
レ

、
細
ナ
ル
事
ニ
ハ
エ
入
ワ
タ
ラ
ズ
、
顕
レ
タ

ル
ヲ
ハ
禁
ズ
レ
ド
モ
、
内
輪
ニ
ハ
行
届
ヌ

ア
リ
、
徳
礼
ノ
治
メ
ハ
、
ヌ

ル
キ
ヤ
ウ
ニ
テ
却
テ
細
シ
ク
、
内
々
ノ
所
ヘ
マ
デ
モ
ヨ
ク
行
ワ
タ
ル
ハ
、

有
恥

レ

且
格
ノ
シ
ル
シ
ナ
リ
〇
畢
竟
ハ
如
何
ナ
ル
大
徳
ニ
テ
モ
、
政
刑
ヲ
ス

テ
ヽ
国
ヲ
治
メ
シ
例
ナ
シ
、
礼
楽
刑
政
ノ

ツ四
、
共
ニ
治
道
ノ
要

５
）

具
也
、

但
シ
徳
礼
ノ
治
メ
ハ
政
刑
ヲ
深
ク
恃
マ
ズ
、
ア
ラ
木
取
ニ
ノ
ミ
用
テ
、
精

シ
キ
事
ハ
礼
楽
風
化
ヲ
期
ス
ル
也
、
コ
レ
ヲ
不
知

レ

、
ヒ
ト
ヘ
ニ
刑
政
ノ
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ミ
ヲ
恃
ミ
テ
、
細
シ
キ
事
マ
デ
モ
コ
レ
ヲ
用
テ
シ
上
ン
ト
ス
ル
ハ
、
手
斧

バ
カ
リ
ヲ
以
テ
木
ヲ
削
リ
上
ゲ
、
ア
ラ
砥
バ
カ
リ
ヲ
以
テ
刀
ヲ
磨
上
ン
ト

ス
ル
ガ
如
ク
、
事
足
ハ
ザ
ル
為
方
ナ
リ

１
）「
政
、
謂
法

二

制
禁
令
也

一

」
と
す
る
朱
子
『
論
語
集
註
』
に
依
る
が
、「
令
」

に
つ
い
て
の

の
解
釈
は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
。

２
）「
免
者
、
謂
免
於
刑
戮
也

レ

二

一

」
と
す
る
徂
徠
『
論
語
徴
』
を
受
け
る
。
そ

の
朱
子
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
履
善
の
コ
メ
ン
ト
が
参
考
に
な
る
。「
免

レ
テ
無
恥

レ

ト
云
ニ
二
義
ア
リ
、
朱
子
ハ
免
ハ
ヌ
ケ
カ
ク
ル
ヽ
ノ
義
也
、
…
…

民
オ
ソ
レ
テ
悪
ハ
セ
ネ
ド
モ
、
心
ニ
悪
ヲ
ス
ル
コ
ト
ノ
ナ
ヒ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ラ
ヌ

也
、
茂
卿
（
徂
徠
）
ハ
免
ノ
カ
ル

也
ト
云
、
刑
罰
ヲ
ノ
カ
レ
ル
程
ニ
ハ
ナ

レ
ト
モ
心
カ
ラ
帰
伏
ス
ル
コ
ヽ
ロ
ノ
ナ
ヒ
コ
ト
也
」（『
論
語
訳
説
』）

３
）「
格
」
を
「
至
」
と
し
た
朱
子
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
「
感
格
」
の
意
だ
と

す
る
徂
徠
を
継
い
で
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
朱
子
や
徂
徠
の
理
解
は
「
格
」

の
下
に
「
於
善
」
の
二
字
を
補
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、

『
論
語
』
の
本
文
が
そ
れ
ほ
ど
粗
略
で
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
春
台
の
議

論
を
採
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
鄭
注
格
訓
来

レ

、
其
義
甚
明
、
故

此
章
格
字
、
当
従
鄭
訓
為
是

下

二

一

上
レ

、
朱
熹
云
、
格
至
也
、
至
於
善
也

二

一

、
非
也
、

…
…
熹
必
附
以
於

二

善
二
字一
、
然
後
其
義
纔
通
、
則
本
文
却
為
疎

レ

、
雖
古

三

文

貴
簡
省

二

一

、
亦
不
容
若
是
之
疎
、

レ

二

レ

一

故
不
取

レ

也
」（『
論
語
古
訓
外
伝
』）

４
）「
道
之
以
徳
」
に
つ
い
て
徂
徠
は
、
有
徳
の
人
材
を
登
用
し
て
民
に
そ
の

感
化
を
及
ぼ
す
こ
と
だ
と
し
た
。「
道
之
以
徳

レ

レ

、
謂
用
有
徳
之
人
也

レ

二

一

、
則
民

有
所
感
化

レ

二

一

、
是
之
謂
道
之
也

レ

レ

」（『
論
語
徴
』）。「
徳
行
ノ
大
小
ニ
応

官
位

ヲ
授
ケ
」
と
い
う

の
理
解
に
は
、
徂
徠
の
立
論
を
組
み
入
れ
よ
う
と
い
う

思
い
が
読
み
取
れ
る
。
と
い
う
の
も
「
徳
、
…
…
謂
上
之
徳
行
也

二

一

」
と
春
台

『
論
語
古
訓
外
伝
』
が
断
言
し
た
よ
う
に
、
人
君
自
身
の
「
徳
」
を
議
論
の

外
に
置
く
よ
う
な
徂
徠
の
解
釈
は
積
極
的
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

の
解
釈
の
主
眼
も
「
人
君
卿
相
ミ
ヅ
カ
ラ
徳
義
ヲ
行
ヒ
」

に
あ
っ
て
、
徂
徠
か
ら
は
離
れ
て
い
る
。

５
）「
聖
者
」
の
政
は
専
ら
「
徳
・
礼
」
に
よ
り
、「
善
人
」
の
そ
れ
は

「
政
・
刑
」
に
よ
る
と
す
る
南
冥
へ
の
批
判
を
含
ん
で
い
る
。「
語
聖

二

者
善
人

之
政

一

、
使
人
知
所
従
也

二

一レ

レ

、
…
…
方
夫
子
之
時
、

二

一

既
無
聖
明
之
主
、

二

一

亦
不
見

レ

善
人
如
桓
文
者

下

二

一

上

、
…
…
於
是

レ

夫
子
周
游
、
轍
遍
天
下

二

一

、
不
敢
寧
居

二

一

、
蓋
求二

賢
主
之
可
佐
也

一レ

、
…
…
家
語
載
、
子
曰
、
太
上
以
徳
教
民

レ

レ

、
而
以
礼
斉
之

レ

レ

、

其
次
以
政
事
道
民

二

一

レ

、
以
刑
禁
之

レ

レ

（
刑
政
篇
）、
咸
与
此
語
同
一
意

二

一

、
夫
子
固

慕
聖
主

二

一

、
不
可
必
得
、

レ

二

一

故
思
其
次
也

二

一

」（『
論
語
語
由
』）

四子
曰
、
吾
十
有

ニ

ニ

五
而
志
于
学

二

一

、

学
問
セ
ン
ト
志
シ
タ
ル
初
ノ
年
ヲ
云
ム
ツ
カ
シ
キ
説
〻
ア
ル
ハ
共
ニ
ワ
ロ

１
）

シ

三

ニ
十
而
立
、

礼
ヲ
学
テ
成
就
シ
タ
ル
ヲ
云
、
曲
礼
ノ
学
成
就
ス
ル
寸
ハ
、
進
退
周
旋
行
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立
坐
起
ノ
行
儀
習
熟
シ
、
俎
豆
玉
帛
ノ
数
誤
ル
事
ナ
シ
、
経
礼
ノ
学
成
就

ス
ル
寸
ハ
、
吉
凶
軍
賓
嘉
ノ
故
実
制
度
暗
キ
事
ナ
シ
、
身
ノ
行
ヒ
カ
タ
ク

定
リ
、
万
事
ノ
常
格
心
中
ニ
明
白

２
）

ナ
リ
、
モ
ロ
コ
シ
ニ
ハ
立
ヲ
常
ト
ス
ル

故
ニ
、
コ
レ
ヲ
立
ト
譬
ヘ
言
フ
ハ
、
此
方
ニ
ハ
坐
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
ル
故
ニ
、

物
事
ニ
居スワ
リ
ガ
ツ
ク
又
ハ
心
ガ
居
ワ
ル
ナ
ン
ド
言
ニ
似
タ
リ
、
泰

ノ
伯
篇
ニ
、

ニ

３
）

ノ

立
於
礼
季
氏
篇
ニ

二

一

、
レ
ハ

不
学
礼

レ

レ

、

４
）

無
以
立
、

二

一

左
伝
ニ
、
礼
ハ
人
之
幹
也
、

レ
ハ

５
）

無
礼
無
以
立

レ

二

一

四
ニ十

而
不
惑
、

レ

惑
ハ
不
料
簡
無
分
別
ナ
リ
、
不
惑

レ

ハ
、
智
慮
ノ
熟
シ
タ
ル
也
、
子

ノ
罕
篇
ニ
、

智
者
不
惑

レ

ト
イ

６
）

ヘ
リ
、
三
十
而
立
ハ
、
定
格
ア
ル
分
ヲ
得
タ
ル
ナ
リ
、
四

十
不
惑

レ

ハ
、
定
格
モ
ナ
キ
事
変
ニ
達
シ
タ
ル
也
、
子

ノ

モ

ニ

罕
篇
ニ
可
与
立
、

二

一

ニ

ル

７
）

未
可
与
権
、

レ

二

一

ル
〻
ハ
コ
ノ
不
惑

レ

ナ
リ
〇
立
ハ
大
学
ノ
止
ル
定
ル
ニ
当
ル
、

不
惑

レ

ハ
、

シ
同
書
ノ
慮
ル
得
ル
ニ
ア

８
）

タ
ル

五

ニ

ヲ

十
而
知
天
命

゜

二

一

、

天
上
ニ
神
オ
ハ
シ
マ
シ
テ
、
人
間
ノ
吉
凶
禍
福
、
何
事
モ
其
神
慮
ヲ
以
テ

計
ヒ
ア
テ
ガ
ヒ
玉
フ
、
其
神
ノ
御
ウ
ヘ
ノ
伝
ヘ
コ
ソ
、
カ
ラ
国
ハ
同
ジ
カ

ラ
子
、
此
大
ム
子
ハ
違
フ
事
ナ
シ
、
是
ヲ
天
命
ト
云
故
ハ
、
マ
ヅ
神
ト
イ

ハ
ズ

天
ト
イ
フ
ハ
、
其
在
所
方
角
ヲ
以
テ
称
ス
ル
敬
ヒ
ノ
詞
ナ
リ
、
命

ハ
命
令
ナ
リ
、
計
ラ
ヒ
ア
テ
ガ
ヒ
玉
フ
ハ
、
即
命
ゼ
ラ
レ
仰
付
ラ
ル
ヽ

９
）

ナ
リ
、
世
中
ノ
何
事
モ
皆
、
天
命
神
慮
ナ
レ
バ
、
人
力
ノ
及
ブ
所
ニ
ア
ラ

ズ
、
人
ノ
心
ニ
ハ
ト
テ
モ
任
セ
ヌ
事
ナ
リ
、
ト
云
程
ノ
事
ハ
、
誰
ノ
人
モ

口
ナ
ラ
ス
事
ナ
ル
ニ
、
孔
子
ノ
聖
智
ヲ
以
テ
、
五
十
ニ

始
テ
知
ラ
レ
タ

ル
ハ
如
何
ニ
ト
云
ニ
、

ル
知
ト
云
ニ
モ
段
〻
ア
ル
也
、
口
ニ
言
得
ル
ノ
ミ
ニ

テ
、
心
ニ
ウ
マ
ク
暁サト
ラ
ザ
ル
ハ
、
真
ノ

ル
知
ニ
ア
ラ
ズ
、
是
ヲ

ヲ

説
食
不
飽

レ

レ

ト

云
10
）

テ
、
空カラ
腹ハラ
ニ
テ

立
ヲ
述
ル
ニ
タ
ト
ヘ
タ
リ
、
五
十
ニ

ト
ハ
、
其

ウ
マ
ク
会
得
セ
ラ
レ
タ
ル
時
ヲ
云
テ
、
偽
リ
ナ
キ
詞
ナ
ル

11
）

ベ
シ

六

ニ
十
而
耳
順
、

伊
藤
仁
齋
云
ク
、
人
ノ
我
ヲ
譏
ル
詞
、
耳
ニ
入
ル
ニ
逆
ラ
ハ
ヌ

12
）

ナ
リ
、
物

徂
来
云
、

フ

ニ

逆
耳
コ

レ

ト
バ
ヲ
聞
テ
モ
、
逆
フ
ト
思
ハ

13
）

ヌ
也
、

云
、
君
子
ハ

不
怨
天

レ

レ

、

14
）

不
尤
人
ト

レ

レ

イ
ヘ
リ
、
五
十
知
命

レ

ハ
、
不
怨
天

レ

レ

ナ
リ
、
六
十
耳
順

ハ
、
不
尤
人

レ

レ

ナ
リ

七

ニ

ヘ

ニ

ス
ル

十
而
従
心
所
欲

二

一レ

、

タ
シ
ナ
ミ
ツ
ヽ
シ
ム
事
ヲ
セ
ザ
ル
ナ
リ

エ

ヲ

不

矩

レ

レ
矩
ハ
、
行
義
作
法
ノ
定
規
ナ
リ
、
心
ニ
任
セ
テ
オ
コ
ナ
ヘ

、
オ
ノ
ヅ
カ

ラ
定
規
ヲ

ル
事
ナ
キ
ハ
、
礼
ト
我
ト
一
ツ
ニ
ナ
レ
ル

15
）

ナ
リ
、
孟

ニ
子
云
、

動
容
周
旋

ハ

ニ

中
礼
、

レ

盛
徳
之

16
）

至
也

１
）
孔
子
を
「
生
知
安
行
」（『
中
庸
』、『
中
庸
章
句
』
の
分
章
で
は
第
二
十

章
）
と
す
る
発
想
と
矛
盾
な
く
こ
の
章
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
朱
子
は
、
一

つ
に
は
「
生
知
安
行
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
余
人
の
知
り
難
い
聖

人
な
り
の
知
行
の
深
化
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
を
こ
の
章
で
は
象
徴
的
に
表

現
し
た
の
だ
と
し
、
さ
ら
に
一
つ
に
は
、
後
学
に
対
し
て
階
梯
を
お
っ
て
着

実
に
努
め
る
よ
う
に
励
ま
す
と
い
う
教
育
的
配
慮
か
ら
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
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の
だ
と
説
い
た
。「
愚
謂
、
聖
人
生
知
安
行
、
固
無
積
累
之
漸

二

一

、
然
其
心

未
嘗
自
謂
已
至
此
也

三

二

一レ

、
是
其
日
用
之
間
、
必
有
独
覚
其
進

下

二

一

、
而
人
不
及

レ

知
者

レ

上

、
故
因
其
近
似

二

一

、
以
自
名
欲
学

下

者
以
是

レ

為
則

レ

而
自
勉
」

上

（『
論
語
集

註
』）。
確
か
に
「
生
知
安
行
」
と
こ
の
章
の
孔
子
の
述
懐
を
両
立
さ
せ
よ
う

と
す
れ
ば
、「
ム
ツ
カ
シ
キ
説
〻
」
を
案
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
仁
斎
は
、
道
が
理
と
し
て
各
人
に
内
在
す
る
と
考
え
る
朱
子
学
を

批
判
し
、
道
を
彼
方
に
あ
る
遠
大
無
窮
な
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
で
こ
こ
を

突
破
し
よ
う
と
し
た
。
彼
方
の
遠
大
無
窮
に
向
か
っ
て
歩
み
続
け
る
こ
と
に

お
い
て
「
生
知
安
行
」
の
偉
大
さ
を
認
め
た
の
で
あ
る
。「
此
夫
子
自
陳二

其
平
生
学
問
履
歴
以
示
人
也

一

レ

、
先
言
其
志
于
学
者

三

二

一

、
蓋
言
雖
聖
人
之
資

下

二

一

、

必
待
学
問
然
後
有
所
至

二

一

上
レ

レ

、
以
帰
功
於
学
問
也

二

一

、
自
立
而
至
於
不

矩

二

一レ

レ

、
是
其

効
也
、
夫
聖
人
生
知
安
行
而
有
階
級
者

二

一

何
哉
、
蓋
道
無
窮

レ

、
故
学
亦
無
窮

レ

、

唯
聖
人
極
誠
無
妄
、
日
新
不
已

レ

、
自
少
到
老

レ

レ

、
自
不
失
其
度
、

レ

二

一

故
能
覚
其
進

二

一

而
自
信
其
然

二

一

、
…
…

雖
聖
人
之
資

二

一

、
不
能
無
老
少
之
異
焉

レ

レ

二

一

」
（
『
論

語

古

義
』）。
徂
徠
は
例
え
ば
「
志
于
学
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
生
知
安
行
」

に
結
び
付
け
ず
に
、
農
工
商
賣
の
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
業
に
志
を
立
て
る
よ

う
に
、
士
大
夫
の
子
と
し
て
学
問
に
志
す
こ
と
だ
と
す
る
。「
古
者
十
五
而

入
大
学

二

一

、
…
…
士
大
夫
之
子
志
為
士

レ

二

大
夫
、

一

農
工
商
賣
之
子
志
為
農

レ

二

工

商
賣一
」（『
論
語
徴
』）。
こ
う
し
て
「
ム
ツ
カ
シ
キ
説
〻
」
か
ら
離
れ
る
傾

向
は
、
春
台
・
南
冥
の
よ
う
な
徂
徠
派
は
も
と
よ
り
、
明
霞
・
履
軒
・
息
軒

ら
に
受
け
継
が
れ
て
大
き
な
流
れ
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
南
冥
・
明
霞
・
息

軒
を
引
い
て
お
く
。「
凡
夫
子
自
道
者
、
最
為
難

レ

レ

解
、
為
其
有
余
不
敢

三

レ

二

尽
故
也

一

、
…
…
説
者
欲
一

二

〻
弁
析

一

、
若
数
列
樹
然

二

一

、
不
亦
難
乎

二

一

、
余
則

不
敢

レ

、
志
于
学
者

二

一

、
蓋
翹
志
学
先
王
之
道
也

レ

二

一

」（
南
冥
『
論
語
語
由
』）「
十

有
五
而
志
于
学

二

一

、
謂
不
異
於
人
也

レ

レ

二

一

」（
明
霞
『
論
語
考
』）「
後
儒
解
此
章

二

一

、

率
過
高
妙

二

一

、
恐
非
孔
子
之
意
也

二

一

」（
息
軒
『
論
語
集
説
』）

２
）
経
礼
は
礼
の
大
綱
、
曲
礼
は
礼
の
細
目
。
三
十
で
「
定
格
ア
ル
分
」
を

弁
え
、
四
十
で
「
事
変
」
に
応
じ
ら
れ
る
と
す
る
解
釈
は
、

に
独
自
の
も

の
で
あ
る
。

３
）「
子
曰
、
興
於
詩

二

一

、
立
於
礼

二

一

、
成
於
楽

二

一

」

４
）「
…
…
鯉
趨
而
過
庭

レ

、
曰
、
学
礼

レ

乎
、
対
曰
、
未
也
、
不
学
礼
無
以
立
也

レ

レ

二

一

、

…
…
」

５
）
昭
公
七
年

６
）「
子
曰
、
知
者
不
惑

レ

、
仁
者
不
憂

レ

、
勇
者
不
懼

レ

」（
憲
問
篇
「
子
曰
、
君

子
道
者
三
、
…
…
」
章
に
も
こ
の
句
が
出
る
）

７
）
「
子
曰
、
可
与
共
学
、

二

一

未
可
与
適
道

レ

二

一レ

、
可
与
適
道

二

一レ

、
未
可
与
立
、

レ

二

一

可
与

二

立
、

一

未
可
与
権

レ

二

一

」

８
）「
知
止
而
后
有
定

レ

レ

、
定
而
后
能
静
、
静
而
后
能
安
、
安
而
后
能
慮
、
虞
而

后
能
得
」（『
大
学
』、『
大
学
章
句
』
の
分
章
で
は
経
一
章
）

９
）
宣
長
は
「
漢
国
に
は
、
お
ほ
よ
そ
人
の
禍
福
、
国
の
治
乱
な
ど
、
す
べ

て

ノ
世
中
の
よ
ろ
づ
の
事
は
、
み
な
天
よ
り
な
す
わ
ざ
と
し
て
、
天
道
天
命
天

理
な
ど
い
ひ
て
、
こ
れ
を
う
へ
な
く
尊
く
畏
る
べ
き
物
と
ぞ
す
な
る
、
さ
る

は
す
べ
て
漢
国
に
は
、
ま
こ
と
の
道
伝
は
ら
ず
し
て
、
万
の
事
は
み
な
、
神

の
御
心
御
し
わ
ざ
な
る
こ
と
を
え
し
ら
ざ
る
が
故
に
、
み
だ
り
に
造
り
ま
う
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け
て
い
へ
る
も
の
な
り
」（『
玉
勝
間
』）
と
し
て
、
さ
ら
に
「
天
」
と
「
神
」

の
相
違
を
比
喩
的
に
次
の
よ
う
に
説
い
た
。「
そ
も
〳
〵
天
は
、
た
ヾ
天
つ

神
た
ち
の
ま
し
ま
す
御
国
の
み
に
こ
そ
あ
れ
、
心
あ
る
物
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

天
命
な
ど
と
い
ふ
こ
と
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
神
を
尊
み
畏
れ
ず
し
て
、
天

を
た
ふ
と
み
畏
る
ヽ
は
、
た
と
へ
ば
、
い
た
づ
ら
に
宮ミヤ
殿トノ
を
の
み
尊
み
お
そ

れ
て
、
其
君
を
尊
み
畏
る
ヽ
こ
と
を
し
ら
ざ
る
が
ご
と
し
」（
同
）。
こ
こ
で

の

の
解
釈
は
、「
神
」
と
「
天
」
の
相
違
を
説
く
宣
長
に
依
り
な
が
ら
、

「
神
の
御
心
御
し
わ
ざ
」
と
『
論
語
』
の
「
天
命
」
を
整
合
さ
せ
よ
う
と
い

う
試
み
で
あ
る
。

10
）
未
詳

11
）
徂
徠
は
『
礼
記
』
を
踏
ま
え
て
、「
三
十
而
立
」
を
学
問
の
成
就
、「
四

十
而
不
惑
」
を
出
仕
、「
五
十
而
知
天
命
」
を
政
治
に
お
い
て
責
任
あ
る
ポ

ス
ト
に
就
い
て
「
先
王
之
道
」
を
行
な
う
こ
と
だ
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
身

体
的
な
衰
え
を
覚
え
る
の
も
こ
の
頃
か
ら
で
、
こ
の
時
点
で
「
先
王
之
道
」

を
実
践
す
る
機
会
を
も
て
な
か
っ
た
孔
子
は
、「
先
王
之
道
」
を
後
世
に
伝

え
る
こ
と
が
「
天
命
」
で
あ
る
と
自
覚
し
た
の
だ
と
解
釈
し
た
。「
五
十
命

為
大
夫

二

一

、
五
十
而
爵
、
以
行
先

二

王
之
道
於
其
国一
、
学
之
効
、
至
是

レ

而
極
矣
、

然
五
十
始
衰
、
故
自
此

レ

之
後
、
不
可
復
有
所
営
為

レ

二

一レ

二

一

、
故
五
十
而
爵
不
至

レ

、

有
以
知
天
命
也

三

二

一

、
孔

子

又

曰
、
知
我

レ

者

其

天

乎
、
知
天

下

之

命
我
以
伝

レ

上
レ

先
王
之
道
於
後
也

二

一

」（『
論
語
徴
』）。
徂
徠
の
解
釈
を
絶
賛
し
た
の
が
春
台
で

あ
り
、
個
人
に
つ
い
て
一
般
的
な
「
吉
凶
禍
福
死
生
之
命
」
を
知
る
こ
と
な

ら
、
必
ず
し
も
「
五
十
」
で
あ
る
べ
き
理
由
は
な
い
と
論
じ
た
。「
五
十
而

知
天

二

命
、

一

荻
先
生
曰
、
知
天

二

命
者

一

、
知
天
命
己
修
明
先
王
之
道
以
詔
来
世
也

下

レ

二

一

中

上

、

純
（
春
台
）
按
先
生
此
説
、
実
発
先
賢
之
所
未
発

二

一レ

レ

、
可
謂
奇

レ

レ

矣
、
…
…
若
夫

二

吉
凶
禍
福
死
生
之
命
、

一

君
子
所
知

レ

、
何
待
五
十
乎

二

一

」（『
論
語
古
訓
外
伝
』）。

「
先
王
之
道
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
自
己
の
置
か
れ
た
環
境
の
中
で
そ

の
社
会
的
使
命
を
自
覚
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
徂
徠
・
春
台
の
解
釈
の
核
心
で

あ
っ
た
が
、

は
「
先
王
之
道
」
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、「
神
慮
」
に
基

づ
く
「
人
間
ノ
吉
凶
禍
福
」
一
般
と
し
て
論
じ
て
い
く
。「
五
十
」
に
し
て

「
真
ノ
知
」ル

に
至
る
こ
と
を
力
説
す
る
の
は
、
春
台
の
指
摘
を
意
識
し
て
の

こ
と
で
あ
る
。

12
）「
耳
順
、
耳
不
逆

レ

也
、
毀
誉
之
来
、
耳
受
而
不
逆

レ

也
」（『
論
語
古
義
』）

13
）「
六
十
而
耳
順
、
言
天
下
莫
有
逆
耳
之
言
也

レ

二

レ

一

、
然
彼
豈
無
逆
耳
之
言
乎

二

レ

一

、

我
之
不
以
為
逆

二

一レ

也
」（『
論
語
徴
』）

14
）「
子
曰
、
莫
我
知
也

二

一

夫
、
子
貢
曰
、
何
為
其
莫
知
子
也

レ

レ

、
子
曰
、
不
怨
天

レ

レ

、

不
尤
人

レ

レ

、
下
学
而
上
達
、
知
我

レ

者
其
天
乎
」（
憲
問
篇
）

15
）
こ
こ
は
、
春
台
を
継
い
で
い
る
。「
人
年
七
十
則
得
自
恣

二

一

、
…
…
但
常

人
之
自
恣
、
多
出
於

二

礼
法
之
外
、

一

孔
子
則
従
心
所
欲
不

矩

二

一レ

レ

レ

、
所
謂
礼
楽
皆

得
、
而
動
容
周
旋
中
礼

レ

者
也
（『
孟
子
』
尽
心
下
篇
）」（『
論
語
古
訓
外
伝
』）

16
）
尽
心
下
篇
。

五孟

子
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魯
ノ
大
夫
、

ハ
名
何
忌
、
孟
ハ
氏
、

ハ

ナ
リ

問
孝

レ

、
子
曰
、

レ
無
違

レ

親
ノ
心
ニ
違
フ

ナ
キ
ハ
、
孝
行
ノ
肝
要

１
）

ナ
リ
〇
上
章
ニ
、
三
年
無
改
於

レ

二

父
之

ヲ

２
）

道
、

一

里
ノ仁

篇
ニ
、
事
父

レ

母
幾
諫
、
見
志
不
従

二

一レ

、
又
敬

３
）

不
違
、

レ

又
礼

記
内

ノ
則
篇
ヲ
モ
見
合
ス

４
）

ベ
シ

遅
孔
子
ノ
弟
子
、
名
ハ
須

タ
リ

御
、

孔
子
孟

子
ガ
許
ヘ
往
レ
シ
時
ニ
、
此
問
答
ア
リ
、
其
日
ノ
車
ノ
御
者
、

遅
ニ
テ
ア
リ
シ
也

子
テ

ニ

告
之
曰

レ

、

カ
ヘ
ル
サ
ノ

ノ車
中
ニ
テ
ノ

５
）

事
也

孟
孫

宇
士
新
云
、
孟
氏
ノ
本
家
ノ
主
ヲ
称
シ
テ

６
）

イ
フ

ヲ

ニ

問
孝
於
我
、

二

一

我
対
曰
、

シ無
違

レ

、

ノ遅
曰
、

ノ

ヒ
ソ
ヤ

何
謂
也
、

遅
思
フ
ヤ
ウ
、
何
事
モ
親
ノ
心
ニ
違
ハ
ジ
ト
セ
ン
ニ
、
モ
シ
親
ノ
心
行

ヨ
カ
ラ
ズ
、
道
ニ
違
フ
事
ノ
ア
ラ
ン
ニ
ハ
如
何
ア
ラ
ン
、
ト
疑
ヒ
テ
、
無

レ

違
ノ
語
意
ヲ
シ
ラ
ズ
顔
シ
テ
問
タ
ル
也

子
曰
、

ケ
ル
ニ
ハ

生
親
存
生
ノ
ウ
チ
也

ル
ニ

ニ

シ

ヲ

事
之
以
礼

レ

レ
礼
記
ノ
曲

７
）

礼
、
マ
タ
内

８
）

則
ニ
見
エ
タ
ル
ガ
如
シ

セ
ル
ニ
ハ

ニ

ヲ

シ

ヲ

死
葬
之
以
礼
、

レ

レ

ニ

ヲ

ス

ヲ

祭
之
以
礼

レ

レ

此
語
孝
道
ノ
至
極
也
、
コ
レ
ヲ
引
テ

キ
無
違
シ

レ

カ
タ
ヲ
委
ク
示
シ
、
又

遅

ガ
疑
フ
所
ヲ
モ
察
知

、
其

ヒ
疑
ヲ
モ
晴
サ
シ
メ
ラ
レ

９
）

タ
リ
、
如
何
ト
ナ
レ

バ
、
親
ニ
事
ル
生
死
ノ
礼
、
共
ニ
手
厚
キ
事
ニ
テ
、
誠
ニ
親
ノ
心
ニ
カ
ナ

ヒ
テ
違
フ
事
ナ
カ
ル
ベ
ク
定
メ
タ
ル
モ
ノ
也
、
其
上
人
ノ
子
タ
ル
者
、
サ

バ
カ
リ
礼
義
ヲ
弁
ヘ
テ
ア
ル
ナ
ラ
バ
、
親
ノ
行
ヒ
礼
義
ニ
乖
キ
タ
ル
事
ア

ラ
バ
、
必
知
テ
諫
ル
事
モ
ア
ル
ベ
ク
、
又
ハ
万
一
已
ム
事
ヲ
不
得

レ

シ
テ
違

フ
事
モ
ア
ル
ベ
キ
事
ハ
、
言
フ
ニ
不
及

レ

事
ナ
リ
、
但
シ
其
諫
ル
ニ
モ
、
又

ハ

ヲ

不
得
已
違

レ

レ

フ
ニ
モ
、
共
ニ
無
違

レ

ト
云
心
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
礼
義
ニ
據
テ

行
フ
寸
ハ
、
其
シ
カ
タ
宣
シ
ク

、
不
孝
ニ
陥
ル
失
ハ
ナ
カ
ル
ベ
キ
ナ
リ
、

凡
親
ニ
事
ル
ハ
、
君
ニ
事
ル
ニ
大
カ
タ
同
ジ
、
然
ル
ニ
君
ニ
事
ル
ニ
ハ
、

従
ヒ

ハ
ズ

、
諫
ム
ベ
キ
事
ヲ
ハ
諫
ム
ベ
キ
ヨ
シ
ヲ
訓ヲシ
ヘ
、
親
ニ
ハ
ツ

ヨ
ク
諫
ル
事
ヲ
戒
メ
テ
、
ト
ニ
カ
ク
ニ
心
ニ
違
ハ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
ト
訓
ヘ
来
レ

ル
ハ
、
人
情
ヲ
ヨ
ク
考
ヘ
テ
、
其

失
トリハヅシ

易
キ
方
ヲ
防
ギ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、

孟

ニ
子
云
、
父
子
之

ハ

ヲ

間
不
責
善
、

レ

レ

ル
寸
ハ

ヲ

ル

責
善
則
離
、

レ

ル
寸
ハ

10
）

〻
則
不
祥
莫
大
焉
、

レ

レ

ゲ
ニ
モ

父
子
ノ
間
、
心
不
合

レ

ソ
ム
キ
ハ
ナ
ル
ヽ
例タメ
シ
世
ニ
多

11
）

シ
、
彼
孝
経
ニ
、

親
ニ
不
義
ア
ラ
バ
必
諫
メ
争
フ
ベ
キ
由
ヲ
、
タ
ケ
〳
〵
シ
ク
ノ
ベ
タ

12
）

ル
ハ
、

心
浅
キ
陋
儒
ノ
偽
作
ナ
ル
、
證
據
ノ
一
ツ

13
）

ナ
リ
、
古
来
論
語
ノ
諸
注
家
、

ミ
ナ
孝
経
ノ
文
ニ
泥
ミ
、

遅
ト
同
ジ
意
バ
エ
ナ
ル
ニ
ヤ
、
無
違

レ

ノ
語
ヲ

キ解
誤
レ
ル
ハ
、
外
ノ
例
ヲ
モ
考
ヘ
ズ
、
事
ノ
心
ヲ
モ
弁
ヘ
ザ
ル
僻
事
ナ
リ
、

此
章
ヲ
説
得
ラ
レ
タ
ル
ハ
、
徂

先
生
一

14
）

人
也
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１
）「
無
違

レ

者
、
無
違
於

レ

二

親
之
心
也

一

」
と
す
る
徂
徠
『
論
語
徴
』
を
継
い
で
い

る
。
ち
な
み
に
朱
子
は
「
理
」
に
違
わ
ぬ
こ
と
と
し
、
春
台
は
「
礼
」
に
違

わ
ぬ
こ
と
と
し
て
い
る
。

２
）「
子
曰
、
父
在
観
其
志

二

一

、
父
没
観
其
行
、

二

一

三
年
無
改
於

レ

二

父
之
道
、
可
謂

一

レ

孝
矣

レ

一

」（『
論
語
』
学
而
篇
）

３
）「
子
曰
、
事
父
母
幾

二

一

諫
、
見
志
不
従

二

一レ

、
又
敬
不
違

レ

、
労
而
不
怨

レ

」

４
）「
曽
子
曰
、
孝
子
之
養
老

レ

也
、
楽
其
心
、

二

一

不
違
其
志
、

レ

二

一

楽
其
耳
目
、

二

一

安
其

二

寝
処
、

一

以
其
飲
食
忠
養
之

二

一

二

一

」
と
あ
り
、「
敬
而
不
違

レ

、
労
而
不
怨

レ

」
の
句
と

と
も
に
徂
徠
『
論
語
徴
』
が
引
い
て
い
る
。

５
）
春
台
は
、
孔
子
が
ま
さ
に
出
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
所
に
孟

子
が
や

っ
て
来
て
問
答
を
し
、
孟

子
を
見
送
っ
て
あ
ら
た
め
て
孔
子
が
外
出
し
た

際
の
御
者
を

遅
が
務
め
た
、
そ
の
時
に
孔
子
が
告
げ
た
の
だ
と
し
た
。

は
、
孔
子
が
孟

子
の
所
に
出
か
け
、
そ
の
帰
り
の
車
で
の
こ
と
だ
と
す
る

通
説
に
従
っ
て
い
る
。
通
説
の
外
に
出
る
も
の
と
し
て
は
、
春
台
の
外
に
も
、

一
堂
が
「
御
」
を
「
侍
る
」
と
す
る
解
釈
を
「
或
曰
」
と
し
て
紹
介
し
て
い

る
。「
或
曰
、
御
侍
也
、
非
御
車

レ

レ

、
御
車
曰
僕

レ

レ

、
如

有
僕
、

二

一

若
此
説

二

一

、
則

子
来
問
、
待
已
出
而
告

遅
也

二

一

二

一

」（『
論
語
知
言
』）

６
）
士
新
は
、
宇
野
明
霞
の
字
。「
孟

子
、
魯
卿
仲
孫
何
忌
、
孟
族

、

公
子
慶
父
之
後
也
、
季
孟

四
族
、
在
其
宗
子
名
、

二

一

則
加
孫

レ

、
曰
某

二

孫
某
、

一

独
孟
氏
曰
仲
孫
某
、

二

一

故
時
人
称
其
家
、

二

一

則
曰
某
氏
、

二

一

称
其
宗
子

二

一

、
則

曰
某
孫
、

二

一

而
孟
氏
亦
曰
孟
孫
焉

二

一

」（『
論
語
考
』）。
魯
公
の
一
族
の
出
で
、

魯
国
の
家
老
で
あ
る
仲
孫
氏
、
名
は
何
忌
が
、
兄
弟
の
序
列
の
二
番
目
を
意

味
す
る
「
仲
」
を
繰
り
上
げ
、
そ
の
最
年
長
者
「
孟
」
を
名
の
り
、「
孟
族
」

の
宗
子
と
し
て
「
孟
孫
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

７
）「
凡
為
人
子
之

二

一

礼
、
冬
温
而
夏
清
、
昏
定
而
晨
省
、
在
醜
夷
不
争

二

一

レ

」
な

ど
。

８
）「
子
事
父
母
、

二

一

鶏
初
鳴
、
咸
盥
漱
、
櫛

、
筓
総
、
払

、
冠
、
…
…
」

な
ど
。

９
）
孟

子
が
「
親
ノ
心
」
に
違
わ
な
い
よ
う
に
行
動
し
た
時
、
そ
の
「
僣

礼
」
の
家
柄
か
ら
み
て
、
臣
下
と
し
て
の
在
り
方
を
傷
い
か
ね
な
い
、
そ
う

な
れ
ば
孝
も
孝
で
は
あ
り
え
な
い
と
危
惧
し
て
、

遅
に
そ
の
危
惧
を
伝
え
、

間
接
的
に
孟

子
に
助
言
し
た
と
い
う
の
が
徂
徠
の
理
解
で
あ
る
。「
孟

子
問
孝

レ

、
孔
子
以
其
常
者
語
之

二

一

レ

、
既
語
之

レ

後
、
乃
慮
其

下

僣
礼
之
家
、
一
意
無

違
親
志

レ

二

一

、
則
有
傷
人
臣
之
道
、

レ

二

一

孝
非
其
孝
也

中

上

、
故
語

遅
以
発
之

二

一

レ

、
使三

以
礼
為
孝

レ

二

之
則
焉

一

、
…
…
前
言
語
其
常
、

二

一

後
言
防
其
僣
、

二

一

其
意
自
殊
焉
」

（『
論
語
徴
』）。
徂
徠
も
含
め
て
そ
れ
ま
で
の
理
解
で
は
、

遅
は
孔
子
の
真

意
を
孟

子
に
伝
え
る
役
割
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、

の

解
釈
で
は
「
モ
シ
親
ノ
心
行
ヨ
カ
ラ
ズ
…
…
」
と
す
る

遅
の
「
疑
フ
所
」

に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
。

10
）『
孟
子
』
離
婁
上
篇

11
）
子
の
側
に
「
無
違
ト
云
心
」
が
な
い
か
ら
、
親
に
対
し
て
酷
薄
に
な
り
、

「
父
子
ノ
間
」
が
離
れ
る
と
い
う
の
が

の
現
実
認
識
で
あ
る
。

12
）「
父
有
争
子
、

二

一

則
身
不
陥
於
不
義
、

レ

二

一

故
当
不
義
、

二

一

則
子
不
可
以

レ

二

不
争
於
父

一レ

二

一

、

…
…
故
当
不
義
則
争
之

二

一

レ

、
従
父
之
令
、

二

一

又
焉
得
為
孝

レ

レ

乎
」（
諫
諍
章
）
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13
）「
孝
経
ハ
、
曽
子
門
人
ノ
手
ニ
成
ル
ト
云
ツ
タ
フ
、
…
…
宋
儒
ノ
徒
、
孝

経
ヲ
廃
シ
テ
用
ヒ
ス
、
コ
レ
偽
書
ナ
リ
ト
号
シ
、
或
ハ
錯
簡
ナ
リ
ト
云
テ
、

今
文
孝
経
ニ
従
テ
、
朱
子
ハ
刊
誤
ヲ
作
リ
テ
、
妄
リ
ニ
古
経
ヲ
刊

ス
、
懼

ル
ヘ
キ
ノ
甚
シ
キ
ナ
リ
」
と
し
て
徂
徠
は
、
み
だ
り
に
こ
れ
を
「
偽
書
」
と

断
定
す
る
こ
と
を
斥
け
る
一
方
、「
ス
ヘ
テ
経
伝
ヲ
ヨ
ム
ニ
、
訓

ヲ
恃
ム

ヘ
カ
ラ
ス
、
白
文
ヲ
以
思
謀
ス
ヘ
シ
」（『
経
子
史
要
覧
』）
と
し
て
、『
孝

経
』
に
つ
い
て
も
孔
安
国
を
は
じ
め
と
す
る
諸
注
を
重
ん
じ
な
か
っ
た
。

『
孝
経
』、
特
に
孔
安
国
の
伝
え
た
『
古
文
孝
経
』
を
尊
重
し
た
の
は
春
台
で

あ
る
。「
先
王
之
道
、
莫
大
於
孝
、

レ

二

一

仲
尼
之
教
、
莫
先
於
孝
、

レ

二

一

自
六
経
而

二

一

下
、

無
非
孔
氏
遺
書
、

レ

二

一

其
有
出
孝
経
之
右
者
乎

下

二

一

上

」（「
重
刻
古
文
孝
経
序
」）。
こ
う

し
て
春
台
が
校
刊
し
た
『
孔
伝
古
文
孝
経
』
は
、
乾
隆
四
十
一
年
（
一
七
七

六
）、『
知
不
足
斎
叢
書
』
に
収
載
さ
れ
た
。『
孝
経
』
を
「
偽
作
」
と
す
る

の
断
定
は
、
徂
徠
・
春
台
へ
の
批
判
を
意
味
し
て
い
る
。

14
）
徂
徠
は
「
蓋
先
王
制
事
親
之
礼
、

二

レ

一

其
於
無
違
親
志
之
道
、
莫
至
焉
」

下

レ

二

一

上

レ

レ

（『
論

語
徴
』）
と
し
て
、「
礼
」
や
「
理
」
に
か
な
う
こ
と
よ
り
も
、「
親
ノ
志
」

に
違
わ
な
い
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
を
孝
の
本
質
と
し
た
。「
夫
孝
以
養
志

レ

レ

為
至

レ

、
苟
不
知
此

レ

レ

、
而
先
以
礼
臨
親

レ

レ

乎
、
烏
可
謂
之
孝
乎

レ

二

一

、
況
以
不
違
理

レ

レ

レ

為
心
者
乎

レ

レ

、
マ
マ
）

非
厳
威

恪
、
則
是
非
鋒
生
、
不
孝
之
大
者
也
」（『
論
語

徴
』）。
理
窟
立
て
を
嫌
う
、
孝
に
対
す
る
こ
う
し
た
徂
徠
の
感
覚
に

は
強

い
共
感
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
「
そ
の
（
孝
の
）
実
は
皇
国

に
も
本
よ
り
有
て
、
人
た
る
者
は
、
皆
よ
く
知
て
行
へ
る
事
に
て
、
殊
に
こ

れ
を
教
へ
諭
す
ま
で
も
な
か
り
し
故
に
、
そ
の
名
は
な
か
り
し
を
、
漢
国
の

聖
人
の
、
こ
れ
ら
の
名
共
を
ま
う
け
て
、
こ
と
〴
〵
し
く
い
ひ
た
つ
る

…
…
」（『
く
ず
ば
な
』
上
つ
巻
）
と
論
じ
た
宣
長
の
受
け
止
め
方
が
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
徂
徠
も
ま
た
「
古
聖
人
ノ
道
ニ
、
民
ニ
孝
悌
ヲ
教
ユ
ル

コ
ト
ヲ
第
一
ト
言
ル
ニ
、
儒
者
ナ
ド
ニ
講
釈
ヲ
サ
セ
テ
民
ニ
聞
セ
、
民
ノ
自

カ
ラ
発
得
シ
テ
孝
悌
ニ
ナ
ル
様
ニ
ス
ル
コ
ト
ト
心
得
ル
ハ
、
大
ヒ
ナ
ル
誤

也
」（『
政
談
』
巻
之
一
）
と
述
べ
て
、
風
俗
エートス

と
し
て
涵
養
す
べ
き
孝
を
、
道

徳
教
説
と
し
て
「
教
へ
諭
す
」
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。「
こ
と
〴
〵
し

く
い
ひ
た
つ
る
」
こ
と
で
、
自
然
な
心
情
と
し
て
存
在
し
て
い
る
孝
を
結
果

と
し
て
傷
い
、
親
子
の
間
を
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
に
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う

感
覚
が
徂
徠
・
宣
長
に
は
あ
り
、

の
共
感
も
ま
た
そ
こ
に
あ
っ
た
。

六孟
武
伯

子
ガ
子
、
名
ハ

、
武
ハ

ナ
リ

ヲ

問
孝
、

レ

子
曰
、
父
母
唯
其

ノ
ミ

レ

疾
之
憂

孝
子
ハ
親
ノ
心
ニ
違
ハ
ズ
、
身
ノ
行
ヲ
ツ
ヽ
シ
ム
故
ニ
、
其
父
母
タ
ヾ
其

疾
ヲ
ノ
ミ
憂
ヘ
テ
、
外
ニ
ハ

エ
絶
テ
憂
フ
ル
事
ナ
シ
、
是
孝
子
ノ
有
様
ゾ

ト

１
）

ナ
リ
、
父
母
ノ
憂
フ
ル
疾
ハ
、
顔
淵
ノ

２
）

夭
死
伯
牛
ノ

３
）

悪
疾
ノ
類
、
人
力

ニ
マ
カ
セ
ヌ
病
身
ハ
、
賢
聖
モ
力
及
バ
ヌ
事
ナ
リ
、
若
又
内
損
腎
虚
瘡
毒

４
）

ノ
類
、
或
ハ
秦
王
力
持
ヲ
好
ン
デ
足
ヲ

５
）

傷
ヒ
、
唐
主
仙
術
ヲ
慕
ウ
テ
薬
ニ

中アタ
リ

６
）

シ
類
、
我
心
ヨ
リ
ナ
セ
ル
疾
ヲ
以
テ
父
母
ヲ
憂
シ
メ
バ
、
ヤ
ハ
リ
不
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孝
タ
ル
ベ
シ

１
）
子
が
病
気
に
な
ら
ぬ
か
と
心
配
す
る
父
母
の
心
を
体
し
て
、
自
ら
の
行

動
を
慎
し
む
こ
と
が
孝
だ
と
す
る
朱
子
や
、
父
母
の
老
齢
を
思
い
、
そ
の
病

気
を
心
に
か
け
る
の
が
孝
だ
と
す
る
仁
斎
を
斥
け
、
病
気
よ
り
以
外
の
こ
と

で
は
父
母
に
心
配
を
か
け
さ
せ
な
い
と
す
る
古
注
「
孝
子
不
妄
為
非

二

一レ

、
唯
疾

病
、
然
後
使
父
母
憂
」

二

一

（
馬
融
）
に
従
う
徂
徠
・
春
台
に
倣
っ
て
い
る
。

２
）「
季
康
子
問
、
弟
子
孰
為
好
学

レ

レ

、
孔
子
対
曰
、
有
顔
回
者
、

二

一

好
学

レ

、
不
幸

短
命
死
矣
、
今
也
則
亡
」（『
論
語
』
先
進
篇
）

３
）「
伯
牛
有
疾

レ

、
子
問
之

レ

、
自

執
其
手
、

レ

二

一

曰
、
亡
之

レ

、
命
矣
夫
、
斯
人
也

而
有
斯
疾
也

二

一

、
斯
人
也
而
有
斯
疾
也

二

一

」（『
論
語
』
雍
也
篇
）

４
）「
内
損
」
は
飲
酒
に
よ
る
胃
腸
障
害
、「
腎
虚
」
は
房
事
過
多
に
よ
る
衰

弱
、「
瘡
毒
」
は
梅
毒
。

５
）「
武
王
有
力

レ

、
好
戯

レ

、
力
士
任
鄙
烏
獲
孟
説
、
皆
至
大
官
、

二

一

王
与
孟
説
挙

二

一

鼎
絶

レ

レ

、
八
月
武
王
死
」（『
史
記
』
秦
本
紀
）

６
）
唐
・
武
宗
の
六
年
に
「
三
月
壬
寅
、
上
不
豫

レ

、
制
改
御
名
炎
、、
帝
重
方

二

士
、

一

頗
服
食
修
摂
、

二

一

親
受
法

、

二

一

至
是

レ

薬
躁
、
喜
怒
失
常

レ

、
疾
既
篤
、
旬
日

不
能
言

レ

レ

」
と
あ
る
（『
旧
唐
書
』
巻
十
八
）。

七子
游

孔
子
ノ
弟
子
、
姓
ハ
言
、
名
ハ

ヲ

問
孝
、

レ

子
曰
、

ノ

ハ

今
之
孝
者
、

レ
ヲ

ク

フ
ト

是
謂
能
養
、

二

一

養
ト
ハ
、
美ヨ
キ
飲
食
衣
服
ヲ
進
ム
ル
外
ニ
、
給
仕
介
抱
等
ヲ
モ
兼
タ
ル
詞

也

マ
デ

二

至
於
犬
馬
、

二

一

皆
能

フ

有
養
、

レ

ン
ハ

セ

不
敬
、

レ

ヲ

ン

何
以
別
乎

世
上
ニ
テ
孝
ト
云
ハ
、
イ
マ
ダ
孝
ト
ハ
云
ガ
タ
シ
、
タ
ヾ
能ミコト
養
フ
ト
云

モ
ノ
也
、
養
フ
バ
カ
リ
ハ
父
母
ニ
カ
ギ
ラ
ス
、
妻
子
下
人
ハ
サ
テ
オ
キ
、

飼
犬
乗
馬
ノ
類
マ
デ
モ
、
食
物
ノ
外
ニ
湯
ヲ
ア
ビ
セ
濯
足
ス
リ

ヲ
シ
、
爪
髪
ヲ

キ
ル
等
ノ
世
話
マ
デ
シ
テ
、
相
応
ニ
ハ
誰
モ
ミ
ゴ
ト
養
フ
事
ナ
リ
、
父
母

ニ
対

敬
ト
イ
フ
事
ナ
ク
ハ
、
何
ヲ
以
カ
妻
子
下
人
犬
馬
ニ
差
別
ヲ
立
ン

ヤ
ト

1
）

ナ
リ
、
敬
ハ
ウ
ヤ
マ
フ
ナ
リ
、
ツ
ヽ
シ
ム
ナ
リ
、
ス
ベ
テ
父
母
ノ
我

身
ノ
本
タ
ル
大
切
ナ
ル

ヲ
知
テ
、
ウ
ヤ
マ
ヒ
事
ヘ
テ
、
ナ
ホ
ザ
リ
粗
略

ニ
セ
ザ
ル
ヲ
云
ナ
リ
、
其
心
ニ

2
）

不
違
、

レ

3
）

三
年
不
改
其
道
、

レ

二

一

4
）

労
而
不
怨
、

レ

顔

色
ヲ

5
）

承ウケ
テ
順
フ
類
、
皆
敬
フ
ヨ
リ
出
タ
ル
オ
コ
ナ
ヒ
ナ
リ

１
）
何
晏
に
よ
っ
て
「
犬
馬
待
人

レ

而
食
、
亦
若
養

レ

然
、
言
人
畜
犬
馬
、
皆
能

有
以
養
之

二

一レ

、
若
能
養
其
親
而
敬
不
至

二

一

レ

、
則
与
養
犬
馬
者
、

下

二

一

上

何
異
」
と
解
釈
す

る
朱
子
『
論
語
集
註
』
を
、
徂
徠
は
厳
し
く
批
判
し
た
。
そ
う
い
う
解
釈
は
、

親
を
犬
馬
と
同
じ
次
元
に
置
く
も
の
で
あ
り
、
古
の
君
子
、
ま
し
て
孔
子
の

表
現
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。「
比
親
於
犬
馬
、

二

一

聖
人
之
言
、
不
若
是

二

レ

其
鄙
、

一

古
君
子
、
礼
楽
以
成
徳

レ

、
故
其
言
君
子
也
」（『
論
語
徴
』）。
徂
徠
は
、

同
じ
古
注
で
も
包
咸
に
従
い
、
犬
馬
で
さ
え
そ
れ
な
り
に
人
に
奉
仕
す
る
わ
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け
で
、「
敬
」
の
心
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
犬
馬
の
奉
仕
と
違
い
が
な
い
で
は

な
い
か
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
春
台
が
『
礼
記
』
坊
記
篇
の
一
節
を
根
拠

と
し
て
何
晏
｜
朱
子
の
理
解
を
正
当
と
し
、

も
ま
た
春
台
を
継
い
だ
。

「
荻
先
生
以
包
説
為
勝

二

一

レ

、
純
不
肯
従
、

二

一

按
坊
記
、
子
云
、
小
人
皆
能
問
其

二

親
、

一

君
子
不
敬

レ

、
何
以
弁
、
由
是
観
之

レ

レ

、
何
説
為
是

レ

」（『
論
語
古
訓
外
伝
』）

２
）「
曽
子
曰
、
孝
子
之
養
老

レ

也
、
楽
其
心

二

一

、
不
違
其
志
、

レ

二

一

…
…
」（『
礼
記
』

内
則
篇
）
か
。

３
）「
子
曰
、
父
在
観
其
志
、

二

一

父
没
観
其
行
、

二

一

三
年
無
改
於
父
之
道
、

レ

二

一

可
謂
孝

レ

レ

矣
」（『
論
語
』
学
而
篇
）

４
）「
子
曰
、
事
父
母
幾

二

一

諫
、
見
志
不
従

二

一レ

、
又
敬
不
違

レ

、
労
而
不
怨

レ

」（『
論

語
』
里
仁
篇
）

５
）
次
章
の
「
色
難
」
の
古
注
に
、「
承
順

二

父
母
顔
色
、

一

乃
為
難

レ

」（
包
咸
）

「
承
順

二

父
母
顔
色
、

一

乃
為
孝

レ

也
」（
馬
融
）
と
あ
る
。

八子
夏

ヲ

問
孝
、

レ

子
曰
、

シ

色
難
、

親
ノ
顔
色
ヲ
見
テ
取
リ
、
詞
ニ
出
ル
ヲ
待
ズ

其
心
ニ
叶
フ
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
、

コ
レ
敬
ヒ
重
ン
ズ
ル
心
ノ
深
キ
ヨ
リ
出
タ
ル
事
ニ
テ
、
為
ニ
ク
キ
孝
行
ナ

レ
バ
、
心
ガ
ケ
ツ
ト
メ
行
フ
ベ
シ

１
）

ト
也

レ
ハ

有
事

レ

弟
子

子
弟
ト
云
ニ
同
ジ

キ

ニ

服
其
労
、

二

一

レ
ハ

有
酒

レ

食
先
生

先
ニ
生
ル
ト
云
意
ニ
テ
、
長
者
父
兄
ヲ
云

ス
饌
、

ノ
ミ
ク
ラ
フ
ト
モ
ヨ
ム
ベ
シ

レ

曽
是

宇
士
新
云
、

ノ
此
二
字
詩
ノ
大
雅
ノ
蕩
篇
ニ
モ
見
エ

２
）

タ
リ

ル

ト

カ

以
為
孝
乎

レ

何
事
ゾ
ア
ル
寸
ハ
、
其
辛
労
ノ
事
ニ
ハ
子
弟
タ
ル
者
カ
ヽ
リ
ツ
ト
メ
テ
、

父
兄
ハ
取
イ
ロ
ハ
ズ
、
酒
飯
ノ
コ
シ
ラ
ヘ
ア
ル
寸
ハ
、
先
生
父
兄
コ
レ
ヲ

ミ

ヒ

飲
食
テ
、
後
生
ノ
若
者
ハ
預
ラ
ズ
、
是
人
ノ
家
ノ
内
ノ
常
ノ
事
ニ

、
父

母
ニ
ハ
カ
ギ
ラ
ズ
、
然
レ
バ
給
仕
介
抱
、
又
ハ

ミ

ヒ

飲
食
ノ
チ
ソ
ウ
ノ
ミ
ヲ
孝

ト
心
得
ン
ハ
、
事
足
ハ
ザ
ル
ベ
シ
ト
也
〇
子
游
子
夏
ハ
似
ヨ
リ
タ
ル
人
故

ニ
、
答
ヘ
モ
似
ヨ
リ
タ
ル
ニ
ヤ
、
二
章
タ
ヾ
云
サ
マ
ノ
カ
ハ
レ
ル
ノ
ミ
ニ

テ
、
同
意
ニ
オ
ツ
ル

３
）

ナ
リ

１
）
父
母
の
顔
色
を
窺
っ
て
そ
の
心
意
を
推
し
測
る
よ
う
に
と
す
る
古
注
に

対
し
て
、
朱
子
は
、
子
と
し
て
親
に
仕
え
る
に
は
穏
や
か
で
和
ら
い
だ
様
子

で
あ
れ
と
解
釈
し
、
仁
斎
や
徂
徠
は
、
朱
子
を
よ
し
と
し
た
。
し
か
し
春
台

は
、
愛
情
の
表
現
と
し
て
自
然
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
、
孔
子
が
敢
え
て

教
え
と
し
て
示
す
は
ず
は
な
い
と
し
て
、
古
注
を
支
持
す
る
。「
愉
色
婉
容

者
、
愛
心
之
発
、
其
本
出
於
天
性
、

二

一

有
不
待
学
而
能
者
也

下

レ

レ

上

、
承
順

二

父
母
顔

色
者

一

、
先
意
承
志
之
事
、

二

レ

一

雖
亦
出
於
天
性
、

三

二

一

須
学
而
後
能
之

二

一レ

、
君
子
誨
人

レ

、
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不
責
其
出
於
天
性
者
、

レ

下

二

一

上

必
告
之
以
其
須
学
而
後
能
之
者
、

レ

下

二

一レ

上

此
教
道
之
常
也
」

（『
論
語
古
訓
外
伝
』）。
朱
子
が
『
論
語
集
註
』
に
引
い
て
自
説
の
根
拠
と
し

た
「
孝
子
之
有
深
愛
者
、

二

一

必
有
和
気
、

二

一

有
和
気
者

二

一

、
必
有
愉
色
、

二

一

有
愉

二

色
者
、

一

必
有
婉
容

二

一

」（『
礼
記
』
祭
義
篇
）
は
、
他
神
を
祭
る
時
と
は
違
っ
て
、
亡

親
を
祭
る
時
に
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
朱
子
や
徂
徠
の

考
え
る
よ
う
な
孝
の
一
般
論
で
は
な
い
と
す
る
の
は
、
明
霞
『
論
語
考
』
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
明
霞
の
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

は
春
台
の
解
釈
に
従

っ
た
。

２
）「
曽
是
猶
言
乃

レ

レ

也
」
と
説
い
て
、
明
霞
は
次
の
よ
う
に
『
詩
経
』
か
ら
例

を
引
い
て
い
る
。「
詩
曰
、
終

絶
険

二

一

、
曽
是
不
意

レ

、
文
王
曰
咨
、
咨
女
殷

商
、
曽
是
彊
禦
、
曽
是

克
、
曽
是
在
位

レ

、
曽
是
在
服

レ

」（『
論
語
考
』）。

「
終

絶
険
、
曽
是
不
意
」
は
小
雅
・
南
山
・
正
月
、「
文
王
曰
咨
、
…
…
」

は
大
雅
・
蕩
の
詩
句
で
あ
る
。

３
）
孝
を
め
ぐ
る
こ
こ
ま
で
の
四
章
に
つ
い
て
、
朱
子
は
、
同
じ
質
問
に
対

し
な
が
ら
も
、
孔
子
が
相
手
の
資
質
や
個
性
に
応
じ
て
異
な
っ
た
解
答
を
与

え
た
の
だ
と
し
て
、
そ
の
上
で
子
游
・
子
夏
に
つ
い
て
は
、
そ
の
弱
点
を
互

い
に
表
裏
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
み
て
い
た
。「
子
游
見
処
高
明
而
工
夫
則

疎
、
子
夏
較
謹
守
法
度
、

二

一

依
本
子
做

二

一

、
…
…
惟
高
明
而
疎
、
故
必
用
敬

レ

、
惟

依
本

レ

做
、
故
必
用
有
愛
心
、

レ

二

一

…
…
」「
子
夏
之
病
、
乃
子
游
之
薬
、
子
游
之

病
、
乃
子
夏
之
薬
、
若
以
色
難
告
子
游
、

二

一

二

一

以
敬
告
子
夏
、

レ

二

一

則
以
水
済
水

レ

レ

、

以
火

レ

済
火

レ

、
故
聖
人
薬
各
中
其
病

二

一

」（『
朱
子
語
類
』
巻
二
十
三
）。

の
ユ

ニ
ー
ク
な
解
釈
は
、「
文
学
、
子
游
子
夏
」（『
論
語
』
先
進
篇
）
を
意
識
し

て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
先
例
と
し
て
は
程
門
の
楊
亀
山
の
理
解
「
子
游

子
夏
、
皆
在
文
学
之
科
、

二

一

蓋
多
文
之
士
也
、
…
…
欲
其
知
本
之
為
貴

三

二

一レ

也
」

（『
論
語
精
義
』）
が
あ
っ
た
（
た
だ
し
朱
子
に
よ
っ
て
強
く
否
定
さ
れ
て
い

る
。『
朱
子
語
類
』
巻
二
十
三
）。
江
戸
期
の
注
釈
に
限
れ
ば
、

の
発
想
に

先
行
す
る
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

九子
曰
、
吾
与
回

レ

孔
子
ノ
弟
子
、
姓
ハ
顔
、
字
ハ
子
淵

言

文
行
忠
信
ノ

1
）

四
科
ノ
学
談
ヲ
ス
ル
也

終
日
、

ハ

ナ
ル
カ

不
違
如
愚
、

レ

レ

終
日
ノ
談
話
ニ
、
何
一
ツ
否イナ
其
ハ
ト
云
事
モ
ナ
ク
、
愚
者
ニ
物
イ
ヘ
バ
、

解
セ
ザ
ル
故
ニ
、
タ
ヾ
称イラ
唯ヘ
ノ
ミ
シ
テ
居
ル
ガ
如
シ
ト
ナ
リ

退
而

顔
淵
ガ
退
テ
カ
ラ

2
）

ナ
リ

レ
ハ

省
二

孔
子
心
ヲ
付
テ
察
ラ
ル
ヽ
ナ
リ

其
ス
ル
ヲ

私
一

表
タ
ヽ
ヌ
内
輪
バ
ナ
シ
ナ
リ
、
孔
子
ノ
手
前
ヲ
ハ
ナ
レ
テ
、
同
門
ノ
朋
友
、

子
路
子
貢
ガ
輩
ト
私
語

、
カ
ノ
終
日
聞
タ
ル
趣
ヲ
談
論
ス
ル

３
）

ヲ
云
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レ
リ

ス
ル
ニ

亦
足
以
発
、

二

一

孔
子
ノ
詞
バ
カ
リ
ニ
テ
ハ
、
大
方
ノ
人
得エ
通
暁
サ
ト
ラ

ザ
ル
事
ヲ
、
顔
淵
ツ
ケ
添ソヘ

ス
レ
バ
、
其
意
明
白
ニ
シ
テ
、
深
ク
隠
レ
タ
ル
所
ヲ
発
明
ニ
足
レ
リ
ト

ナ
リ

回
也

ナ
ラ

不
愚

レ
此
章
顔
子
ガ
性
得
人
ニ
ス
グ
レ
テ
、
キ
ハ
メ
テ
穎
悟
サ
ト
キ

事
ヲ
称
ゼ
ラ
レ
タ

4
）

ル
也

１
）「
子
以
四

レ

教
、
文
行
忠
信
」（『
論
語
』
述
而
篇
）

２
）「
退
」
の
主
語
を
顔
淵
と
す
る

の
理
解
は
、
古
注
・
徂
徠
に
倣
っ
て
い

る
。
朱
子
『
論
語
集
註
』
に
は
明
確
な
指
示
は
な
い
が
、
江
戸
期
の
朱
子
学

者
の
多
く
は
孔
子
を
当
て
て
い
た
ら
し
い
。「
退
ハ
孔
子
ノ
退
テ
ト
見
タ
ガ

ヨ
イ
」（
絅
斎
『
論
語
師
説
』）「
退
字
属
孔
子

二

一

」（

斎
『
論
語
集
註
鈔

説
』）。
春
台
は
、
顔
淵
を
主
語
と
す
る
の
が
朱
子
の
解
釈
だ
っ
た
と
し
た
上

で
、
こ
れ
を
批
判
し
て
「
退
」
は
孔
子
が
退
く
こ
と
だ
と
し
た
。「
大
全
朱

熹
曰
、
退
、
非
夫
子
退
、

二

一

乃
顔
子
退
也
、
荻
先
生
説
同
、
純
謂
非
也
、
…
…

蓋
退
而
省
、
是
孔
子
之
事
、
…
…
文
法
不
得
不
爾

レ

レ

レ

」（『
論
語
古
訓
外
伝
』）

３
）「
私
」
を
「
燕
居
独
処
」
と
す
る
朱
子
『
論
語
集
註
』
を
斥
け
、
古
注

（
孔
安
国
）
に
依
っ
て
、
同
門
と
の
学
談
と
す
る
徂
徠
を
継
ぐ
。
こ
の
点
、

春
台
・
南
冥
・
明
霞
・
履
軒
な
ど
も
同
じ
。

４
）
こ
の
章
を
、
顔
淵
の
「
穎
悟
」
を
替
え
た
も
の
と
す
る

の
理
解
は
、

徂
徠
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
徂
徠
は
、
単
に
顔
淵
の
資
質

や
能
力
を
賛
え
た
も
の
と
せ
ず
に
、
先
王
の
道
を
学
ぶ
と
い
う
行
為
が
ど
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
か
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
こ
の
章

の
主
題
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。「
蓋
孔
子
以
好
学

レ

レ

自
称
、

又
以
称
顔
子
、

二

一

夫
学
問
之
道
、
一
意
従
事
先
王
之
教

レ

二

一

、
而
不
用
其
智
力

レ

二

一

、

以
竢
油
然
生
焉

二

一

、
…
…
諸
子
性
急
、
欲
得
諸
孔
子
言
下
、

レ

二

一

顔
子
則
不
然

レ

、

待
其

二

自
然
来
集
」

一

。
成
果
を
急
が
ず
に
ゆ
っ
く
り
と
自
得
を
待
つ
こ
と
の
意

味
を
説
き
、
徂
徠
は
こ
う
続
け
た
。「
故
顔
子
雖
穎
悟
、

二

一

然
学
問
之
道
本
然

矣
、非
好
学
之
至
、

二

レ

一

何
以
能
一
意
従
事
夫
子
之
教
乎
、

レ

二

一

故
称
其
穎
悟
而
不
称
其

二

一

レ

二

好
学
者

一レ

、
不
信
聖
人
之
言
者
也

レ

二

一

」（『
論
語
徴
』）。
敢
え
て
顔
淵
の
「
穎
悟
」

を
主
題
に
据
え
た

に
は
、
明
ら
か
に
徂
徠
の
解
釈
へ
の
批
判
の
意
図
が
あ

っ
た
。
も
っ
と
も
徂
徠
の
解
釈
は
直
後
か
ら
多
く
の
反
論
を
招
い
て
い
て
、

徂
徠
派
の
南
冥
も
こ
の
章
を
「
賛
顔
淵
之
賢
也

二

一

」（『
論
語
語
由
』）
と
し
て

理
解
し
て
い
た
か
ら
、

は
そ
の
延
長
上
に
位
置
を
占
め
て
い
る
。
徂
徠
の

解
釈
が
、
い
か
に
色
々
の
角
度
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
か
、
代
表
的
な
例
を

紹
介
し
て
お
く
。「
顔
子
固
好
学

レ

、
然
非
顔

二

子
之
穎
悟
、

一

則
雖
好
学

三

レ

如
顔
子
、

二

一

亦
不
得
為
顔
子
也

レ

レ

二

一

」（
明
霞
『
論
語
考
』）「
若
徂
来
之
説
、

二

一

乃
僧

法
然
勧
人
念
仏
之

二

一

故
智
已
、
聖
人
誘
人

レ

之
法
所
無

レ

也
」（
蘭
洲
『
非
物
篇
』）

「
経
文
唯
曰
、
不
違
足
発

レ

レ

、
何
処
有
油

二

然
生
、
而
自
然
来
集
之
意
、

一

…
…
文

外
生
義

レ

之
妄
、
徂
来
自
道
也
」（
竹
山
『
非
徴
』）
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十子
曰
、

ミ

ヲ

モ
チ
フ
ル

視
其
所
以
、

二

一レ

人
臣
タ
ル
者
其
君
ノ
為
ニ
、
交
ル
ベ
キ
国
ヲ
択
ミ
、
又
ハ
仕
宦

新
ニ
主

取
ス
ル
者
、
其
君
ノ
賢
否
イ
カ
ヾ
ト
知
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ソ
ノ
信
用
ス

ル
重
役
ノ
者
ノ
、
賢
否
如
何
ト
目
ヲ
附
ベ
シ
ト

1
）

ナ
リ

ミ

ヲ

観
其
所
由
、

二

一レ
次
ニ
其
君
ノ
由
ト
コ
ロ
ノ
道
ハ
如
何
ナ
ル
道
ゾ
ト
、
ツ
ク
〳
〵
ト
其
政
事

国
風
等
ノ
上
ニ
ア
ラ
ハ
ル
ヽ
所
ヲ
見
ワ
タ
ス
ベ
シ

2
）

ト
也
、
由
ト
云
詞
ハ
、

譬
ヘ
ハ
江
戸
ヘ
行
ニ
東
海
道
ヘ
由カヽ
リ
テ
行
キ
、
或
ハ
岐

路
ヘ
由カヽ
リ
テ
行

ト
云
カ
ヽ
ル
ニ
ア
タ
レ
リ
、
道
ヲ
行ユク
、
道
ヲ
行
フ
、
和
訓
ニ
カ
ハ
リ
ア
レ

、
唐
ニ
テ
ハ
同
シ

バ言
ニ
テ
、
本
ヨ
リ
行ユク
道ミチ
ニ
喩
ヘ
タ
ル
モ
ノ
也
、
所
由

レ

ノ
道
サ
マ
〳
〵
ノ
タ
チ
ア
リ
、
聖
人
ノ
道
、
善
人
ノ
道
、
戎
狄
ノ
道
、
或

ハ
君
子
小
人
ノ
道
ノ
不
同
ノ
類
也

セ
ハ

ヲ

ス
ル

察
其
所
安
、

二

一レ
次
ニ
其
心
ノ
安
ン
ズ
ル
所
ハ
如
何
ト
探
リ
見
ル
ベ
シ

３
）

ト
也
、
安
ズ
ル
ハ
、

勝
手
善
ク
思
フ
ナ
リ
、
心
ニ
好
ミ
楽
ミ
、
勧
ン
テ
行
フ
事
ハ
、
勝
手
ヨ
ク

思
フ
モ
ノ
ナ
リ
、
上
ノ

ル

所
以
所
由
モ

レ

レ

、
モ
シ
ク
ハ
心
ナ
ラ
ズ

セ
ン
方
ナ

ク
以
ヒ
、
強
テ
ハ
ゲ
ミ
行
フ
事
モ
ア
レ
バ
久
シ
カ
ラ
ズ

其
所
安

レ

ニ
落
着

モ
ノ
ナ
レ
バ
、
察
セ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ

人
ン
ソ
サ
ン

焉
痩
哉
、
人
焉
痩
哉

痩
サ
ン
ト
ス

エ
カ
ク
サ
ジ
ト
也
〇
物
徂
来
云
、
人
ト
ハ
、
其
国
ノ
臣
下

也
ト
云
ハ

4
）

レ
シ
、
サ
モ
ア
ラ
ン
カ

１
）
古
注
・
新
注
と
も
に
人
を
知
る
道
を
論
じ
た
も
の
と
す
る
が
、
徂
徠
は
、

国
君
の
賢
否
を
見
抜
く
方
法
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。「
此
則
以

察
国
君
之

二

一

道
、
…
…
国
君
之
賢
否
、
其
臣
亦
痩
之

レ

故
也
、
説
者
以
為
知
人
之

レ

法
、
窮
措
大
哉
」（『
論
語
徴
』）。
徂
徠
が
具
体
的
に
想
定
す
る
の
は
、
自
ら

の
出
仕
や
隣
国
と
の
交
渉
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。「
賢
者
之
択
君

レ

、
或
為二

其
君
与
隣
国
交

一

二

一

、
皆
不
可
以
不
知
其
賢
否
、

レ

二

一レ

二

一

故
孔
子
言
之

レ

」（『
論
語
徴
』）。

出
仕
に
あ
た
り
「
其
君
ノ
賢
否
イ
カ
ヾ
」
を
知
る
こ
と
の
意
義
を
力
説
し
た

の
は
南
冥
で
あ
る
。「
馬
援
有
言

レ

曰
、
当
今
之
時
、
不
啻
君
撰
臣

二

一レ

、
臣
亦

撰
君

レ

（『
後
漢
書
』
巻
第
十
四
）、
所
謂
今
時
者
、
蓋
乱
世
也
、
君
之
撰
臣
、

レ

固
当
如
是

レ

レ

、
則
臣
之
於
君

レ

、
亦
復
如
是

レ

、
治
乱
何
択
、
故
夫
子
曰
、
欲
知
其
人

レ

二

一

、

視
其
所
交

二

一レ

、
欲
知
其
君
、

レ

二

一

視
其
所
使

二

一レ

、
至
其
説
五
儀
、

三

二

一

言
頗
尽
矣
、
要
之

レ

亦
未
出
視
観
察
之
外
云

レ

二

一

」（『
論
語
語
由
』）。

の
解
釈
は
、
こ
れ
ら
を
忠
実

に
受
け
る
も
の
で
あ
り
、「
視
其
所
以
」
も
徂
徠
を
踏
襲
し
て
い
る
。「
蓋

欲
知
国
君
之
善
悪
者

レ

二

一

、
先
視
其
所
用
之
人
賢
否
、

下

レ

上

而
大
概
可
知

レ

已
、
所
用

レ

賢

則
賢
、
否
則
否
、
是
其
至
易
見

レ

者
、
故
曰
視

レ

也
」（『
論
語
徴
』）

２
）
こ
れ
も
徂
徠
に
依
る
。「
次
観
其
所
由
之
道
術
何
如
、

二

レ

一

或
先
王
之
道
、
或

五
伯
之
道
、
或
戎

之
道
、
或
刑
名
之
道
、
是
非
歴
観

レ

二

其
政
事
民
俗
則

一

不
可
見
者
、

レ

レ

故
曰
観

レ

也
」（『
論
語
徴
』）。
ち
な
み
に
、
こ
の
章
の
全
体
を

「
君
子
観
人
之

レ

法
」
を
説
い
た
も
の
と
し
て
通
説
に
立
つ
春
台
は
、「
荻
先
生

云
、
此
言
観
人
君
之
法
、

下

二

一

上

…
…
亦
奇
説
也
、
惟
孔
子
突
然
言
之

レ

、
未
知
然

レ

二

否一
」（『
論
語
古
訓
外
伝
』）
と
評
し
て
い
る
。

３
）
同
じ
く
徂
徠
に
依
る
。「
次
察
其

下

心
所
安
佚
者
何
如
、

二

一

上

或
仁
義
、
或
財
利
、
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或
声
色
、
或
田
猟
、
是
非
深
察
其
君
行
事
則
不
可
見
者

レ

二

一

レ

レ

、
故
曰
察

レ

也
」（『
論

語
徴
』）

４
）

１
）に
引
い
た
「
国
君
之
賢
否
、
其
臣
亦
痩
之

レ

也
」
を
指
す
。

十
一

子
曰
、

ツ
イ
デ

キ
ヲ

温
故

レ

故
キ
ハ
、
故
事
故
実
典
故
ナ
ド
ツ

1
）

ヽ
ク
、
温
ハ
、
ツ
グ
ト
訓
テ
、
俗
ニ
イ

フ
相
続
ナ
リ
、
食
物
ニ
火
ヲ
入
レ
温

2
）

メ
テ
、
煖
気
ヲ
相
続
セ
シ
ム
ル
如
ク
、

故
キ
事
ノ
世
ニ
絶
亡
ビ
ザ
ル
ヤ
ウ
ニ
、
取
シ
ラ
ブ
ル

３
）

ヲ
云
、
孔
子
ノ
古
ヲ

好
ミ
古
ヲ
求
テ
、
夏
殷
ノ
礼
マ
デ
ヲ
モ
学
バ
レ
シ
ゴ
ト
キ
是
ナ
リ

而

シ
カ
モ
又
其
上

4
）

ニ
也

キ
ヲ

知
新
、

レ

当
時
ノ
事
体
、
又
ハ
其
取
サ
バ
キ
ヲ
心
得

5
）

ル
也

ト

可
以
為
師
矣

二

一レ
温
故
ト
知
新

レ

レ

ト
ハ
趣
意
ニ

、
其
人
材
モ
両
様
ニ
分
レ
テ
、
兼
備
ス
ル
ハ

少
ク
、
常
ニ
互
ニ
譏
リ
嘲
ル
事
、

ノ
今
世
ノ
俗
吏
ト
学
者
ト
ノ
如
ク
ナ
リ
ケ

ン
、
然
レ

此

ツ
二
ハ
共
ニ
肝
要
ノ
学
問
ニ
テ
、
偏
廃
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
、

其
上
互
ニ
相
タ
ス
ク
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
両
ツ
ニ
分
ベ
キ
モ
ノ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、

温
故
ナ
ラ
デ
ハ
知
新
ノ
ワ
ザ
モ
覚
束
ナ
シ
、
知
新
ナ
ラ
デ
ハ
温
故
ノ
学
モ

其
カ
ヒ
ナ
ク
、
其
上
学
問
モ
疎
濶
ノ
恐
レ
ア
リ
、
サ
レ
バ
此
二
ツ
兼
備
セ

ズ

ハ
、
人
ノ
師
ト
ハ
ナ
リ
ガ
タ
シ
ト

6
）

ナ
リ

１
）「
故
」
は
、
か
つ
て
学
ん
だ
も
の
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
内
容
で
は
な
く
、

先
き
の
世
か
ら
伝
わ
る
「
典
故
故
実
」
を
指
す
と
し
た
徂
徠
『
論
語
徴
』
を

受
け
て
い
る
。

２
）「
君
子
尊
徳
性
而
道
問
学
、

二

一

二

一

…
…
温
故
而
知
新

レ

レ

、
敦
厚
以
崇
礼

レ

」（『
中
庸
』、

『
中
庸
章
句
』
の
分
章
で
は
第
二
十
七
章
』）
の
「
温
」
に
つ
い
て
の
鄭
玄
の

注
「
温
読
如

温
之
温

二

一

」
に
依
る
。

３
）「
温
」
を
「
ツ
グ
」
と
訓
む
例
と
し
て
は
、
履
善
が
あ
る
。「
コ
タ
ツ
ニ

火
ヲ
入
ル
ニ
、
…
…
キ
エ
ソ
ウ
ナ
レ
ハ
、
キ
ヘ
ヌ
内
ニ
オ
イ
〳
〵
火
ヲ
ツ
グ

ユ
ヘ
温
リ
ア
ル
也
、
故
ニ
温
ヲ
ツグ

ト
モ
、
ア
タ
ヽ
カ

ヨ
ム
也
」（『
論
語
訳

説
』）。
た
だ
し
履
善
に
よ
れ
ば
、「
温
故
」
と
は
「
前
方
学
ヒ
、
モ
ト
学
ヒ

タ
ル
コ
ト
ヲ
ワ
ス
レ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
サ
ラ
ヘ
ル
」
こ
と
で
あ
り
、

と
は
異
な
る
。

４
）「
温
故
」
と
「
知
新
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
朱
子
は
「
学
能
時
習
旧
聞
、

二

一

而
毎
有
新
得

二

一

、
則
所
学
在
我

レ

レ

、
而
其
応
不
窮

レ

」（『
論
語
集
註
』）
と
し
て
、

か
つ
て
聞
き
学
ん
だ
こ
と
を
復
習
す
る
た
び
に
、
そ
こ
に
新
し
い
も
の
を
再

発
見
す
る
と
解
釈
し
た
。

は
、
こ
れ
を
否
定
し
た
仁
斎
・
徂
徠
の
延
長
上

に
あ
る
。「
故
者
、
先
王
所
已
行

二

一

之
迹
、
新
者
、
聖
賢
所
未
言

レ

レ

之
理
」（『
論

語
古
義
』）。「
新
者
、
古
人
所
不
言

レ

レ

、
先
師
所
不
伝
也

レ

レ

」（『
論
語
徴
』）

５
）
端
的
に
「
時
務
」
と
説
い
た
の
は
南
冥
で
あ
る
。「
夫
人
練
達
故
事
、

二

一

開

明
時
務
、

二

一

何
有
於
君
民
、
君
猶
師
乎

二

一レ

レ

」（『
論
語
語
由
』）

６
）「
温
故
」
タ
イ
プ
を
「
学
者
」
に
、「
知
新
」
タ
イ
プ
を
「
俗
吏
」
に
当
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て
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
仁
斎
・
徂
徠
に
比
べ
て
「
知
新
」
の
ス
ケ
ー
ル
を
小

さ
く
す
る
も
の
で
、「
時
務
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、「
温
故
」
と
「
知
新
」
の
兼
備
を
言
う
だ
け
で
は
な
く
、
両
者
が

背
反
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
、
本
来
は
「
相
タ
ス
ク
ル
」
べ
き
も
の
で
、「
温

故
」
な
り
「
知
新
」
な
り
に
偏
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
粗
く
危
い
も
の

に
止
ど
ま
る
と
す
る
の
は

の
ユ
ニ
ー
ク
な
議
論
で
あ
る
。

十
二

子
曰
、

ハ

ナ
ラ

君
子
不
器

レ

器
ハ
、
器
物
諸
道
具
各
用
ル
所
ア
ル
ニ
譬
ヘ
テ
、
一
芸
ニ
達
シ
、
一
能
ニ

長
ジ
タ
ル
人
材
ヲ
云
、
君
子
ハ
人
ノ
上
ニ
立
テ
、
カ
ノ
器
共
ヲ

レ
其
〻
ニ
使

ヒ
得
ル
徳
ア
ル
人

1
）

ヲ
云
、
器
量
ア
リ
芸
能
ア
リ
テ

レ
其
ニ
止
マ
レ
ル
人
ハ
、

多
ク
ハ
其
形
気
ア
リ
、
或
ハ
其
器
量
ヲ
ホ
コ
リ
タ
ノ
ミ
テ
、
人
ニ
下
ラ
ズ

人
ヲ
用
ヒ
ズ
、
或
ハ
我
ニ
同
キ
者
ニ
挑
ミ
励
ミ
テ
妬
ミ
譏
リ
、
或
ハ
我
得

タ
ル
所
ニ
心
ヒ
カ
レ
テ
、
其
外
ヲ
サ
ゲ
ス
ミ
貶オロ
ス
類
ナ
リ
、
是
等
ハ
酒
ニ

ハ
酒
ノ
気カ
ア
リ
、
味
噌
ニ
ハ
ミ
ソ
ノ
臭カ
ア
ル
ガ
如
ク
、
其
筈
ノ
事
ト

、

君
子
ハ

レ其
ニ
カ
マ
ハ
ズ
、
タ
ヾ
其
用
フ
ベ
キ
ヲ
用
テ
我
仁
ヲ
成ナス
ノ
ミ
也
、

若
君
子
ミ
ヅ
カ
ラ
此
形
気
ア
リ
テ
器
ト
ナ
ル
寸
ハ
、
器
ヲ
用
ル
徳
ヲ
ソ
コ

子
テ
、
君
子
ト
ハ
イ
ハ
レ
ズ
、
カ
ル
ガ
故
ニ
君
子
ハ
不
器

レ

ト
イ
ヘ
リ
、
器

ヲ
鑿
鋸
ト
ス
レ
バ
、
君
子
ハ
大
工
ナ
リ
、
器
ヲ
薬
ト
ス
レ
バ
、
君
子
ハ
醫

2
）

ナ
リ
、

３
）

下
論
ニ
、
君
子
ハ

ニ

可
大
受

二

一

、

ク

4
）

不
可
小

知
、

レ

レ

ノ

ニ

子
罕
篇
ニ
、

ハ

君
子
不

ナ
ラ

5
）

多
、
書
ノ

レ

秦
誓
ニ
、

ト

6
）

断
〻
無
他
伎
、

二

一

是
ヲ
見
レ
ハ
無
能
不
才
ハ
君
子
ノ
恥

ニ
ア
ラ
ズ
、
タ
ヾ

リ

ヲ

ス
ル

知
人
安
民

レ

レ

ノ
二
ツ
ニ
テ
君
子
ハ
足

7
）

レ
リ
、
タ
ヾ
シ
周
公

ノ
多
材
、
孔
子
ノ
多
能
、
子
産
ノ
博
物
、
孔
明
ノ
巧
思
ノ
類
、
君
子
ニ
モ

器
ナ
ラ
ヌ
ノ
ミ
ニ
モ
ア
ラ
ザ
ル
ア
リ
、

レ
其
ハ
君
子
ノ
徳
ア
リ
テ
器
ノ
形
器

ダ
ニ
ナ
ケ
レ
バ
、
多
能
ハ
害
ニ
ハ
ナ
ラ
ズ

、
涯
分
タ
ス
ケ
ニ
ナ
リ
シ
ナ

ル
ベ
シ
、
漢
ノ
高
祖
ノ
器
量
ヲ
、
韓
信
評

、
人
衆
十
万
マ
デ
ハ
使
ヒ
玉

フ
ベ
シ
ト
イ

８
）

ヘ
リ
、
又
云
、
兵
ニ
将
タ
ル
ヨ
リ
ハ
、
ヨ
ク
将
ノ
将
ニ
ナ
リ

玉
フ
ト
イ
ヘ
リ
、
高
祖
十
万
ニ
将
タ
ル
器
ヲ
タ
ノ
マ
ズ

、
ヨ
ク
韓
信
ガ

輩
ヲ
使
ヒ
ア
フ
セ
ラ
レ
シ
ハ
、
是
又

ル

ナ
ラ

不
器
君

レ

子
ト
称
ス
ベ
シ
ト
イ

９
）

ヘ
リ

１
）
人
材
（
器
）
を
適
材
適
所
に
使
い
こ
な
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
と
す
る

徂
徠
の
理
解
を
継
い
で
い
る
。「
大
氐
学
以
成
器

レ

、
器
以
性

レ

殊
、
故
喩
以

切
磋
琢
磨

二

一

、
故
用
人

レ

之
道
、
器
使
之
、

二

一

君
子
者
長
民

レ

之
徳
、
所
以
用
器

二

一レ

者

也
、
故
曰
不
器

レ

レ

、
器
者
百
官
也
、
君
子
者
君
与
卿

レ

也
」（『
論
語
徴
』）。「
君

子
」
を
「
人
ノ
上
ニ
立
テ
…
…
」
と
し
て
、
徂
徠
ほ
ど
に
身
分
を
強
く
限
定

し
な
か
っ
た
の
は
、
春
台
の
次
の
よ
う
な
指
摘
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。

「
君
子
者
、
有
位

レ

之
通
称
、
公
卿
大
夫
皆
是
也
」（『
論
語
古
訓
外
伝
』）

２
）
こ
の
比
喩
も
、
徂
徠
を
そ
の
ま
ま
に
継
い
で
い
る
。「
譬
諸

三

良
医
用
薬

レ

、

良
匠
用
椎
鑿
、

二

一

薬
与
椎
鑿
者

二

一

器
也
、
医
匠
者
君
子
也
」（『
論
語
徴
』）

３
）
学
而
篇
第
十
六
章

４
）参
照
。

４
）「
子
曰
、
君
子
不
可
小
知
、

レ

二

一

而
可
大
受
也

二

一

、
小
人
不
可
大
受
、

レ

二

一

而
可
小

二

知
也

一

」（『
論
語
』
衛
霊
公
篇
）

(195 )第77輯（2002）

鈴木 『論語参解』私注（三)



５
）「
大
宰
問
於
子
貢
曰

二

一

、
夫
子
聖
者
与
、
何
其
多
能
也
、
…
…
子
聞
之

レ

曰
、

大
宰
知
我

レ

乎
、
吾
少
也
賤
、
故
多
能
鄙
事
、

二

一

君
子
多
乎
哉
、
不
多

レ

也
」

６
）「
…
…
如
有
一
介
臣
、

二

一

断
断

、
無
他
伎
、

二

一

其
心
休
休
焉
、
其
如
有
容

レ

レ

、

…
…
」

７
）

「「
君
子
不
器
」
ト
云
ハ
、
夫
ヲ
使
フ
人
ハ
、
一
芸
一
能
モ
無
レ
ド
モ
、

…
…
器
量
ノ
人
ヲ
取
出
ス
コ
ト
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
…
…
人
ヲ
其
役
儀
ニ
ハ
マ
ラ

セ
テ
其
人
ノ
才
智
ヲ
一
杯
ニ
可
顕

レ

タ
メ
ノ
妙
術
也
」（『
政
談
』
巻
之
三
）
と

い
う
徂
徠
の
君
子
論
に
依
っ
て
い
る
。

８
）「
上
問
曰
、
如
我

レ

、
能
将
幾
何
、
信
曰
、
陛
下
不
過
能
将
十
万

レ

三

二

一

、
…
…

陛
下
不
能
将
兵

レ

レ

レ

、
而
善
将
将

レ

、
此
乃
信
之
為
陛
下
禽

二

一

也
、
且
陛
下
所
謂
天
授
、

非
人
力
也

二

一

」（『
漢
書
』
巻
三
十
四
）

９
）
履
善
『
論
語
訳
説
』
が
、
張
良
・
蕭
何
・
韓
信
な
ど
多
く
の
「
人
傑
」

を
「
用
ヒ
ツ
カ
フ
ハ
高
祖
也
、
是
不
器
、
カ
タ
ヨ
ツ
タ
コ
ト
ナ
シ
」
と
し
て
、

漢
の
高
祖
を
「
不
器
」
の
例
と
し
て
い
る
。
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